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【事前資料１】 



芦 屋 市 民 憲 章 

昭和 39 年(1964 年)5月告示 

 

 

わたくしたち芦屋市民は，国際文化住宅都市の市民である誇りをもって，わたくした

ちの芦屋をより美しく明るく豊かにするために，市民の守るべき規範として，ここに憲

章を定めます。 

この憲章は，わたくしたち市民のひとりひとりが，その本分を守り，他人に迷惑をか

けないという自覚に立って互いに反省し，各自が行動を規律しようとするものでありま

す。 

 

１ わたくしたち芦屋市民は， 

文化の高い教養豊かなまちをきずきましょう。 

 

１ わたくしたち芦屋市民は， 

自然の風物を愛し，まちを緑と花でつつみましょう。 

 

１ わたくしたち芦屋市民は， 

青少年の夢と希望をすこやかに育てましょう。 

 

１ わたくしたち芦屋市民は， 

健康で明るく幸福なまちをつくりましょう。 

 

１ わたくしたち芦屋市民は， 

災害や公害のない清潔で安全なまちにしましょう。 
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第１章 芦屋市水道ビジョンの見直しに当たって 

 

1. 見直しの趣旨 

 

芦屋市水道事業は，昭和１３年４月に給水を開始して以来，今年で 80 年目になり

ます。平成 21 年９月に，厚生労働省の「水道ビジョン｣を基本に，本市が抱える課

題，将来の見通しを踏まえて，目指すべき中長期的なビジョン，目標及び方策を示し

た「芦屋市水道ビジョン」を策定しました。 

 

平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災で水道施設も甚大な被害を受け市民の

方々にご不便をおかけした経験を踏まえ，「芦屋市水道ビジョン」では，「持続ある水

道」，「安心で安定した水道」，「環境」，「情報公開」の視点から経営目標を掲げて，水

道事業の改善に努めてきました。 

 

平成２３年３月に発生した東日本大震災，平成２８年４月に発生した熊本地震など

は，水道施設にも甚大な被害が及び，災害発生時におけるライフラインの確保や水道

事業の継続の重要性について改めて認識されました。また，南海トラフ巨大地震等も

今後発生が予測され，施設の耐震化やバックアップ機能の強化等，安心・安全な水供

給に向けた取組が求められています。 

 

さらに，水道事業を取り巻く情勢は，将来人口の減少が予測されるなか，節水型機

器の普及等によって水需要の伸びは期待できない状況です。また，昭和３０年代から

昭和４０年代にかけて布設された配水管や水道施設の老朽化が進み，今後，水道施設

の改良・更新，耐震化等にかかる経費の増加が見込まれ，水道事業を取り巻く環境は

厳しいものとなっています。 

 

これらの水道を取り巻く環境の大きな変化に対応するため，厚生労働省ではこれま

での「水道ビジョン」を全面的に見直し，「新水道ビジョン」が策定されました。こ

れに伴い，芦屋市でも水道事業の環境の変化を踏まえ，施策の進捗状況，財政見通し

等を検証するため，平成 26 年３月に「芦屋市水道ビジョン」を見直し，策定を行い

ました。策定から 4 年が経過し，ビジョンに掲げた施策の進捗状況，今後の財政見

通し等の検証を踏まえ，将来像の実現に向けた方策の見直しを行いました。 
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2. 位置付け 

 

厚生労働省は水道行政の基本方針として「水道ビジョン」を平成１６年６月に策定

し，平成２０年７月に一部改正を行っていますが，その後の水道を取り巻く状況の変

化への対応や，より災害に強く持続可能な水道を実現するために，平成 25 年３月に

「新水道ビジョン」を策定し，公表しました。 

本市では，平成 23 年 3月に「自然とみどりの中で絆を育み，“新しい暮らし文化”

を創造・発信するまち」を将来像とする第 4 次芦屋市総合計画を策定しました。そ

の中で，芦屋市水道事業は，目標とする１０年後の姿として「充実した住宅都市の機

能が快適な暮らしを支えている」，施策目標として「住宅都市としての機能が充実し

ている」を掲げています。 

「芦屋市水道ビジョン」は，芦屋市水道事業の将来像や具体的施策を明らかにする

ものであり，厚生労働省「新水道ビジョン」に示された方針，総務省通知「公営企業

の経営に当たっての留意事項」に沿ったものとなるよう留意し，市の上位計画である

「第４次芦屋市総合計画（平成 23～32 年度）」の方針と整合を図り策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：位置付けの概念図 

 

第 4 次芦屋市総合計画 

 

自然とみどりの中で絆を育み， 

“新しい暮らし文化”を 

創造・発信するまち 

【平成 23 年 3 月策定】 

芦屋市水道ビジョン 

 

【平成 30 年３月策定】 

新水道ビジョン 

【平成 25 年３月策定】 

厚生労働省 

 

公営企業の経営に当たって

の留意事項 

【平成 26 年 8 月通知】 

総務省 
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3. 計画期間及びフォローアップ 

 

芦屋市水道ビジョンの計画期間は，平成 30 年度から平成 41年度までの１２年間

です。本市を取り巻く社会環境の変化等に的確に対応していくため，4 年毎に見直し

を行います。なお，見直しに当たっては，市民の皆様や学識経験者のご意見を踏まえ

て行います。 

この「芦屋市水道ビジョン」を基に，事業の実施と進捗管理，目標達成状況の把握，

改善方策の検討，社会情勢に応じた計画の見直しという一連の改善活動についてＰＤ

ＣＡサイクルを活用して事業の進行管理を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：計画期間の考え方 

 

芦屋市水道ビジョン 

（平成 26～37年度） 

芦屋市水道ビジョン 

（平成 30～41年度） 

芦屋市水道ビジョン 

（平成 34～45年度） 

第 4 次芦屋市総合計画 

（平成 23～32年度） 
第 5 次芦屋市総合計画 

経営評価（4 年） 

ビジョン見直し 

経営評価（4 年） 

ビジョン見直し 
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第２章 芦屋市水道事業の概要 

 

1. 芦屋市の概要 

 

本市は兵庫県南東部，大阪市と神戸市の二大都市の間に位置し，北には緑豊かな六

甲の山々が連なり，南には大阪湾，自然環境や温暖な気候に恵まれた居住条件の優れ

た住宅地として発展してきました。 

しかし，平成７年１月の阪神・淡路大震災によって，本市は甚大な被害を受けまし

た。この未曾有の災害からの復旧・復興に当たっては，全国から寄せられた支援に支

えられながら，市民と行政が協力し，まちの再生・創生を図ってきました。 

現在は平成２３年４月に策定した「第４次芦屋市総合計画」に基づき，芦屋市の良

さ・個性を活かしたまちづくりを推進しています。 

 

 

図：給水人口・世帯数の推移 
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2. 芦屋市水道事業の沿革 

 

昭和１３年４月に精道村村営水道として計画給水人口 50,000 人，計画一日最大

給水量 8,250m3で給水を開始しました。 

まちの発展に伴う人口の増加や市域の拡大に対応するために７期にわたる拡張事

業を実施し，市民の皆様に安心・安全でおいしい水の供給に努めています。 

現在（平成２8 年度決算）の給水人口は 94,474人，一日最大配水量は 31,810m3

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：芦屋市水道事業の沿革，給水人口及び一日最大給水量の推移 
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表：芦屋市水道事業の沿革 

事業名 一日最大給水量 概要 

創設工事 

（昭和 10～13 年） 
8,250m3/日 

・芦屋川取水えん堤 ・導水路 

・奥山浄水場・高区配水池 

（現奥池浄水場浄水池） 

・低区配水池（現第１中区配水池 旧池） 

・配水管 

第 1 期拡張事業 

（昭和 14～31 年） 
8,700m3/日 

・六麓荘浄水場（現在は廃止） 

・六麓荘貯水池（現在は廃止） 

・六麓荘配水池（現在は廃止） 

第 2 期拡張事業 

（昭和 31～37 年） 
22,500m3/日 

・配水管 

 

第 3 期拡張事業 

（昭和 36～43 年） 
38,000m3/日 

・最高区配水池  ・六麓荘貯水池 

・最高区揚水ポンプ設備 

・原水前処理施設（現在は廃止） 

・高座川浄水場（現在は廃止） 

・高座川配水池（現在は廃止） 

第 4 期拡張事業 

（昭和 42～47 年） 
38,000m3/日 

・奥山貯水池 

・導水路（奥山貯水池～奥山浄水場） 

・高区配水池  ・第１中区配水池 

・第２中区配水池  ・計装設備（奥山浄水場） 

第 5 期拡張事業 

（昭和 50～60 年） 
45,800m3/日 

・低区配水池 

・埋立地用送配水管 

第 6 期拡張事業 

（昭和 60～ 

平成 7 年） 

51,900m3/日 

・奥池浄水場（統合） ・第１工区配水池（統合） 

・第２工区配水池（統合） ・第３工区配水池（統合） 

・第２工区中継ポンプ場 ・計装設備（奥池浄水場） 

・奥山浄水場計装設備更新 

第 7 期拡張事業 

（平成 8 年～） 

57,200m3/日 

平成 24 年 4 月から 

41,800m3/日 

・奥池浄水場更新 

・奥山浄水場管理棟及び計装設備更新 

・六麓荘高区配水池 

・配水管 
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3. 水源 

 

水源は，まちの発展に伴う人口の増加や市域の拡大に対応するため，自己水源の確

保とともに，阪神水道企業団（以下「阪神水道」という。）に参画することにより給

水能力を順次拡大してきました。 

現在，芦屋市水道事業では，奥池浄水場系統，奥山浄水場系統及び阪神水道系統の

３つの系統で水を供給しています。奥池浄水場系統では芦屋川の本谷及び椿谷から取

水し，奥山貯水池に貯留した水を浄水し供給しています。奥山浄水場系統では芦屋川

から取水し浄水した水と琵琶湖・淀川を水源とする阪神水道から受水した水を供給し

ています。阪神水道系統では阪神水道から受水した水を供給しています。 

自己水源の割合は，全体の１3％であり，残りの８7％は阪神水道から受水してい

ます。自己水源は上流域に汚染源となる施設がないこともあり良好な水質を維持して

います。また，阪神水道では全量高度浄水処理を導入しています。高度浄水とは通常

の浄水処理に加え，オゾンにより水中のかび臭や有機物を分解し，粒状活性炭層に水

を通して，かび臭や有機物などを取り除く処理です。水中に残る微量のトリハロメタ

ンやかび臭や有機物をほぼ除去することができます。 

そのため，自己水源系統及び阪神水道系統とも安心・安全でおいしい水を供給して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：水源の概要 

 

 

淀川

大道取水場

淀川取水場

尼崎浄水場

猪名川浄水場
甲東ポンプ場

甲山調整池

自己水源 12％

神戸市 阪神水道企業団 88％

自己水源 13％ 

阪神水道企業団 87％ 
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4. 水道施設 

 

芦屋市水道事業では，六甲の地形を活用した自然流下方式により市民の皆様に供給

するために，標高区分で４２０～５６０m の奥池地区，５０～１８５m の六麓荘，

最高区，高区，５０m 以下の中区，第 1 低区，第 2 低区に給水区域を分割していま

す。 

水源別では，芦屋川のみを水源とする奥池浄水場系統の奥池地区，芦屋川と阪神水

道からの受水で供給している奥山浄水場系統の六麓荘，最高区，高区，阪神水道から

の受水のみで供給している阪神水道系統の中区，第１低区，第２低区となっています。 

主な施設としては，奥池浄水場と奥山浄水場の２か所の浄水場と１０か所の配水池

を有しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：水道施設の概要 
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4.1. 奥池浄水場 

昭和４７年１２月に宅地開発に合わせて建設された奥池浄水場は，昭和５５年４月

に開発業者から水道施設の移管を受けて，簡易水道事業として給水を開始しました。 

その後，老朽化と安定給水に対応すべく昭和６０年４月に水道事業に統合し，第６

期拡張事業及び第７期拡張事業において，計装設備の更新及び全面改築を行いました。 

芦屋川の本谷及び椿谷から取水し，奥山貯水池に貯めてから，奥池浄水場において

浄水しています。浄水方法は，敷地面積の制約から急速ろ過方式で処理し，滅菌後，

配水池に送水しています。 

 

表：奥池浄水場の概要 

所在地 芦屋市奥池町 

 

完工 
昭和 47 年 12 月 

（平成 12 年 3 月更新） 

原水 奥山貯水池 

処理方式 凝集沈殿－急速ろ過 

処理能力 1,710m3/日 

 

4.2. 奥山浄水場 

奥山浄水場は，水道創設時からの浄水場で，水源である芦屋川から取水し，緩速ろ

過方式で処理し，滅菌後，配水池に送水しています。 

阪神・淡路大震災では，普通沈殿池やろ過池に被害を受け，大規模な改築を行いま

した。また，平成１６年３月に管理棟を建て替え，平成１7年３月に計装設備の更新

を行いました。 

 

表：奥山浄水場の概要 

所在地 芦屋市奥山 

 

完工 昭和 13 年 3 月 

原水 芦屋川 

処理方式 普通沈殿－緩速ろ過 

処理能力 7,985m3/日 
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4.3. 管路・配水池 

配水池施設は，奥池浄水場系統が４か所，奥山浄水場系統が３か所，阪神水道系統

が３か所，合計１０か所の施設を有しています。芦屋市では，六甲山系の地形を生か

し，ポンプ等の動力設備を使わなくても配水できる自然流下方式を基本としています。 

平成 28 年度末の送配水管総延長は 249.7km ですが，法定耐用年数である 40 年

を超えたものが約７０km を占めており，老朽化により更新の時期を迎えています。 

 

 

図：管路種別延長の推移 
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表：配水池の概要 

系統 施設名称 構造形式／寸法 完工 

奥池浄水

場系統 

第１工区配水池 
RC 造・半地下式・2 池 

5.0m×5.0m×水深 2.6m 
昭和 39 年 8 月 

第２工区配水池 
RC 造・半地下式・2 池 

7.0m×11.1m×水深 2.5m 
昭和 44 年 12 月 

第３工区配水池 
RC 造・半地下式・2 池 

7.0m×10.0m×水深 4.0m 
昭和 47 年 12 月 

第４工区配水池 
PC 構造・地上式・1 池 

直径 12.2m×水深 4.0m 
昭和 59 年 3 月 

奥山浄水

場系統 

 

最高区配水池 
RC 造・地上式・1 池 

直径 12.2m×水深 4.0m 
昭和 40 年 3 月 

高区配水池 
ＰＣ造・地上式・1 池 

直径 22.0m×水深 6.7m 
昭和 44 年 7 月 

六麓荘高区配水池 
ステンレス製・地上式・2 池 

6.0m×17.0m×水深 3.0m 
平成 16 年 2 月 

阪神水道 

系統 

第１中区配水池 

RC 造・地下式・2 池 

(旧池)12.4m×12.4m×水深 5.0m 

(新池)11.0m×25.0m×水深 4.0m 

(旧池)昭和 13 年 3 月 

(新池)昭和 45 年 3 月 

第２中区配水池 
PC 造・地上式・1 池 

直径 20.0m×水深 8.0m 
昭和 47 年 3 月 

低区配水池 
ＲC 造・地上式・1 池 

直径 38.0m×水深 6.2m 
昭和 52 年 3 月 
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5. 水需要 

 

給水人口は，平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災によって，一時は約 73,000

人まで減少しましたが，平成 28 年度には 94,474 人となっています。 

一日最大配水量は，平成２年度に 42,060m3を記録し，その後は減少傾向をたど

り，平成 28年度には 31,810m3と平成 2 年度の約 76%になっています。 

この傾向は，一人一日平均有収水量でも同様であり，節水型機器の普及等が起因し

ているものと考えられます。 

 

 

 

図：給水人口及び配水量の推移 

 

 

 

図：一人一日平均有収水量の推移 
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本市人口は平成 37 年まで南芦屋浜地域の住宅開発等による人口増加を見込んで

いますが，それ以降は減少に転じると想定しています。（芦屋市創生総合戦略の推計

人口を参考に，水道管理課で推計値算出） 

これら，一人一日平均有収水量及び給水人口の減少により，今後，さらに水需要は

減少するものと見込んでいます。 

なお，水需要の減少を受けて，事業計画を見直し，平成２４年３月には給水人口及

び給水量の事業認可変更を行っています。 

見直し後の事業計画は，平成３７年度を目標年次とし，給水人口を 98,600 人，

一日最大給水量を 41,800m3としています。 

 

 

表：計画給水人口及び計画一日最大給水量 

 
認可 

（平成 8 年 4 月） 
変更届出 

（平成 24 年 4 月） 

年度 平成 22 年度 平成 37 年度 

行政区域内人口（人） 94,100 98,600 

給水人口（人） 94,100 98,600 

一日最大給水量（m3／日） 57,200 41,800 

 

 

 

（人） 

（年度） 

図：給水人口の推計（芦屋市創生総合戦略の推計人口をベースに算出） 
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第３章 芦屋市水道事業の現状と課題 

 

第３章では，平成２１年９月に策定した「芦屋市水道ビジョン」の経営目標「持続

ある水道」，「安心で安定した水道」，「環境」，「情報公開」に沿って，これまでの取組，

現状及び課題を整理します。 

 

 

1. 持続 

 

1.1. 財務及び料金体系 

 

(1) 当年度純損益・未処分利益剰余金 

平成２６年度に，地方公営企業法の一部改正によって，地方公営企業会計制度の見

直しが行われました。これにより，長期前受金を利益計上したことなどによって，純

利益が発生していますが，これは現金収入を伴うものではなく，依然として老朽管の

更新等を控え，水道事業経営は厳しいと言わざるをえません。 

しかし，平成２８年度には，給水収益の増加はもとより，効率的な組織に改正した

こと，水道お客様センターへの民間委託の拡充，消耗品等を含めた経費の見直しなど

効率的な運営を行ったことから，未処分利益剰余金が約２億７千万円確保できる見込

みです。 

 

 ＜兵庫県住宅供給公社（以下「県公社」という。）からの水利負担金収入＞ 

芦屋浜埋立地の水道施設の整備に当たり開発者の県公社と水利負担に関する協定

を昭和５４年４月に締結しています。県公社が負担する金額は芦屋浜埋立地に必要と

する水量に相当する阪神水道第５期拡張工事関係経費としていました。阪神水道第５

期拡張工事は平成２２年８月に事業完了しましたので，平成２３年３月に県公社が負

担する水利負担金を約１８億３千万円（平成２３年度から平成３７年度までの１５回

分割）と確定しました。この負担金約１億２千万円を水道事業の特別利益に計上し，

老朽管等の水道施設の更新や耐震化等に活用しています。
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図：当年度純損益及び当年度未処分利益剰余金の推移 

※ 地方公営企業法の改正により，平成 26 年度から長期前受金が計上されること

となり，当年度未処分利益剰余金がプラスに転じています。  

阪神・淡路大震災 

【H9 年度】 
料金改定 

30.78% 

【H13 年度】 
料金改定 

23.59% 

【H18 年度】 
料金改定 

8.90% 

-782,868 

2,394,053 
（千円，税抜き） 
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(2) 収益的収支内訳（平成 28 年度） 

収益的収支の収入では，約 16 億 9500 万円（77.9％）が水道料金収入となって

います。 

支出では，阪神水道からの受水費が約 6 億 6800 万円（35.2％）と最も多く，次

いで，減価償却費が約 4億 5700 万円（24.1％），水道事業運営費が約 2 億 5700

万円（13.6％）となっています。 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

図：収益的収支の内訳（平成 28 年度，税抜き） 

水道事業収入 

21 億 7,557 万円 

  水道料金収入 

16 億 9,582 万（77.9%） 

 受託工事収入 

1,701 万（0.8%） 

検査手数料等その他営業収入 

9,145 万（4.2%） 

 

分担金等その他収入 

2 億 1,753 万（10.0%） 

特別利益 

1 億 5,376 万（7.1%） 

阪神水道からの水の購入費 

（受水費） 

6 億 6,892 万（35.2%） 

浄水費(自己水) 

2 億 1,748 万（11.5%） 
水道管維持管理費 

1 億 8,822 万（9.9%） 

水道事業運営費 

2 億 5,765 万（13.6%） 

減価償却費 

4 億 5,759 万（24.1%） 

受託工事費 

2,162 万（1.1%） 

国等からの借入金利息 

7,112 万（3.7%） 
その他 

1,672 万（0.9%） 

水道事業支出 

18 億 9,933 万円 
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(3) 料金体系等 

水道料金は，メーターの口径により決まる「基本料金」と，使用水量により決まる

「従量料金」の合計額となります。基本料金及び従量料金は以下のとおり設定してい

ます。 

 

表：料金体系表（平成 29 年４月） 

（円，税込み） 

メーター 

口径 

基本料金 

（2 か月） 

従量料金（m3 当たり） 

1～
20m3 

21～
40m3 

41～
60m3 

61～
80m3 

81～
100m3 

101～
200m3 

201m3

～ 

13mm 1,944.0 
基本料
金に含

む 

151.2 194.4 237.6 259.2 291.6 324 

20mm 2,440.8 

25mm 3,240.0 

40mm 5,486.4 

151.2 

50mm 11,448.0 

75mm 24,192.0 

100mm 46,008.0 

150mm 124,848.0 

公衆浴場 151.2 

臨時用 561.6 

 

節水型機器の普及や少子高齢化に伴う世帯構成の変化等を背景に，世帯当たりの使

用水量が減少しています。しかし，本市では，使用水量が基本水量に満たない世帯が

全体の約 35％を占めており，節水努力が料金に反映されない状況にあります。 
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水道料金水準は，兵庫県下でも平均以下の水準となっていますが，約７０％の方が

使用しているメーター口径２０㎜の阪神間での比較では 4 番目に高い水準となって

います。 

 

 

 

（円，税込み） 

 芦屋市 神戸市 尼崎市 西宮市 伊丹市 宝塚市 川西市 三田市 

口径 13 ㎜ 
(23m3) 

2,397 2,370 2,587 2,608 2,079 2,548 3,510 3,186 

口径 20 ㎜ 
(35m3) 

4,708 4,249 4,298 4,876 4,174 4,536 5,454 5,130 

口径 25 ㎜ 
(40m3) 

6,264 9,936 9,417 6,598 5,378 7,992 10,368 10,346 

※ 水量については，口径別の平均使用量（平成 28 年度実績） 

図表：阪神間の水道料金の比較（2 か月） 
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※ 口径 20 ㎜，35m3/2 か月 

※ 料金ごとの芦屋市の順位は，水道料金のみで 18 位，下水道使用料のみで 29 位 

図：兵庫県下の水道料金及び下水道使用料の比較（2 か月） 

（平成 28 年度実績） 

 

 

合計 15,815 

合計 7,181 

合計 5,766 

 
（円，税込み） 
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課 題  

 今後発生する老朽管更新並びに水道施設等の耐震化事業に向けて財務基盤

の強化を図るとともに，時機を得た水道料金体系の見直しの検討が必要で

す。 

 また，料金体系の見直しに当たっては，節水型機器の普及や少子高齢化に伴

う世帯構成等の時代変化を踏まえ，基本水量制度のあり方等の検討が必要で

す。 

 自らの経営状況を把握し日々の水道事業経営に活かすために，法律で定めら

れている財務会計のみならず，アセットマネジメント等の導入を進めていく

必要があります。 

 安定的な水道事業経営を進めるために，経営戦略で示す収支計画を踏まえ，

効率的な経営を行いながら投資を計画的に進めていく必要があります。 

 官民連携の推進により，民間企業のノウハウを活かしつつ効率的な水道事業

経営を進める必要があります。 
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1.2. 組織体制及び人材育成 

 

(1) 組織体制 

職員数は，これまで組織の効率化や民間委託化によって，平成 5 年度の 51 人か

ら平成１９年度には３７人になりました。 

平成２０年度以降は，耐震化や老朽管対策などの施設整備や維持管理を着実に実施

するために，平成２３年度では４５人まで職員数を増員しました。一定の効果がみら

れたため，その後は，部体制の見直しを行い，平成 28 年度は３７人，３課 5 係制

で運営しています。引き続き，民間活力の導入等により適正な人員配置に努めてまい

ります。 

職員の平均年齢については，平成１７年度には５１歳となりましたが，平成 28 年

度は 46 歳まで若返ってきています。 

 

 

図：職員数及び平均年齢の推移 
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図：組織図及び主な業務 

 

 

 

水道管理課 

事務の管理，職員の人事・給与・労務，公聴広
報，各関係機関との調整，事業計画，財政計画，
資金計画，経営分析，料金制度，予算，決算，資
金物品調達，工事契約，車両管理等 

管 理 係  

業 務 係  

使用水量の計量・認定，開閉栓の執行，給水装
置の申請受付・指導，量水器・貯水槽水道等の
管理，水道料金等の調定，収納の確認，還付・
充当，清算，滞納徴収等 

施 設 係 
水源開発，水道事業の計画，送配水管の整備計
画，新設・改良等の設計・施工等 

維 持 係 
漏水・故障修繕，送配水管・給水装置の維持管
理，応急給水等 

浄 水 係 
水源管理・集水地帯の保全，水質検査，浄水場
の維持管理等 

水道業務課 

水道工務課 

組織名 主な業務 
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(2) 人材育成 

技術継承及び水道事業に必要な技術・知識の向上を図るため，研修会及び講習会等

に参加しています。平成 26 年度は６回の研修会に 10 人が，平成 27 年度は 8 回の

研修会に 15人が，平成 28 年度は 9 回の研修会に 11 人が参加しました。 

また，芦屋市水道事業は，事業規模が小さいこともあり，職員一人ひとりが多様な

業務を担っており，日々の業務や経験を通じて学ぶ「OJT」を実施しています。技術

職については，水道管理者・監理技術者資格及び水道関連等の公的資格の取得を，事

務職については，経理等の業務関連資格の取得を促進することで，人材育成に力を注

いでいきます。 

さらに，関連団体への技術研究発表会への参加や論文投稿にも積極的に取り組んで

いきます。 

 

 

課 題  

 ベテラン職員の退職が今後 5 年間（平成 29～3３年度）で１０人程度見込

まれています。技術やノウハウを継承する若手職員への人材育成を行う必要

があります。 

 社会情勢の変化や多様化する行政ニーズに柔軟かつ的確に対応し，市民の信

頼を得られる職員，また，民間委託の拡大や事業運営手法の多様化等に対応

できる職員を育成するため，計画的な OJT，研修会，講習会及び論文発表

などへの機会の創出が引き続き必要です。 
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1.3. 業務実施体制 

 

(1) 民間活用 

水道事業における業務は多岐にわたり，官官・官民連携等によってそれぞれの長所

を活用した効率的な運営が求められています。制度面では，水道法による第三者委託

制度，民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（PFI 法），

地方自治法による指定管理者制度等が整備されています。また，国では公共主体が施

設の所有権を有したまま運営権を民間事業者に設定するコンセッション方式の活用

を推進しています。 

芦屋市水道事業は，これまでも民間活用を進めており，人事・給与・労務，事業・

収支計画，予算・決算等の経営の基幹業務以外の多くを民間に委託しています。 

平成 27 年度に「水道お客様センター」を包括的民間委託で開設しました。当セン

ターでは，契約の変更等に関する各種のお申込み，水道メーターの検針，水道料金等

のお問い合わせ業務などを行っています。引き続き利用者サービス向上のため，委託

事業の拡大について検討を進めていきます。 

 

 

表：各業務の民間活用状況（平成 29年４月現在） 

所管組織 活用内容 

水道業務課 

量水器の取替業務 

使用水量の検針業務 

開閉栓業務 

水道料金の収納・清算・滞納徴収業務 

使用開始・中止等の窓口・受付業務 

水道工務課 

水道施設の設計業務（一部） 

施設・計器類の点検業務（一部） 

水質試験・検査業務 

奥池浄水場の運転管理業務 

奥山浄水場の夜間警備委託 
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(2) 施設運営の効率化 

水道料金収入にならない漏水をできる限り抑制するために，老朽管の更新とともに，

漏水調査（夜間音調調査等）を定期的に実施し，漏水箇所の発見・修理を行っていま

す。その結果，配水した水のうち，水道料金収入の対象となった水の割合が高いほど

よいとされる有収率は，類似団体と同程度となっています。他方，施設利用率や施設

最大稼働率をみると，類似団体より低くなっていますが，これは，給水計画上の人口

並びに水需要が伸びなかったことによるものです。 

 

表：業務指標（PI） 

指標番号 指標名 
芦屋市 

（平成 28 年度） 
類似団体 

3018 有収率（％） 96.1 91.1 

3019 施設利用率（％） 55.3 62.3 

3020 施設最大稼働率（％） 61.0 71.0 

※ 出典：公益財団法人水道技術研究センター 

※ 類似団体は公共社団法人日本水道協会で公表されている平成26年度における給水人口3～10万人

規模の団体（簡易水道事業及び専用水道を除く水道事業）の中央値（50％値）を採用 

 

 

課 題  

 芦屋市水道事業は，事業規模が小さいことから，民間のノウハウ等を活用す

ることで安定的な水道事業経営が期待されます。また，より効果的な民間活

用を行うため，複数の業務をまとめて委託する包括委託等，民間事業者の創

意工夫が期待できる契約方式の検討が必要です。 

 他方では，民間活用によって当該業務のノウハウを職員が習得することが難

しくなるため，職員の人材育成のためにも直営で実施すべき業務と民間活用

すべき業務の棲み分けの検討が必要です。原則，民間委託としつつ，水道事

業の計画等に関する基幹部分を職員で担うことが必要です。 

 水道料金収入の確保に向けた漏水対策，浄水費等の経費削減に向けて適切な

施設規模や浄水技術について，先進事例等を参考に導入に向けた検討が必要

です。 
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1.4. 検針方法の見直し 

 

２か月に１度量水器（水道メーター）の検針を行い，水道料金等を請求しています。 

また，家庭や事業所等で使用する水量を適正に計量するために，計量法に基づいて

検定期間が満了となる８年ごとに水道メーターを取り替えています。 

これまで，戸建住宅や集合住宅，また，地域によって水道メーターの器種と検針方

法が異なっていましたが，受水槽式集合住宅の検針方法について，集中検針システム

や自動検針システムの老朽化による使用者負担の増加をなくすため，直読式水道メー

ターによる一般検針に平成２５年度の水道メーター取替分より順次切り替えていま

す。 

また，親メーター検針の集合住宅についても，各戸検針が可能な場合は，順次一般

検針に変更しています。 

この結果，１期満（８年間）当たり約２億１千万円の水道メーター購入費等の削減

を見込んでいます。 

表：検針方法の変遷 

建物 昭和 13 年度～ 昭和 43 年度～ 昭和 53 年度～ 平成 25 年度～ 

戸建住宅 一般検針 一般検針 一般検針 一般検針 

集合住宅 親メーター検針 

親メーター検針 
親メーター検針 

親メーター検針 

一般検針 

※水道メーターの

検針等が可能であ

ることが条件 

集中検針 

集中検針 
自動検針 

 

課 題  

 検針方法及び水道メーターの機種の変更について，切り替えが円滑に行える

よう集合住宅の建物所有者等への十分な周知が必要です。 

 計量法により水道メーターの耐用年数は８年間と定められていますが，平均

６年半程度で交換していることから，この交換年数を８年に近づける取組が

必要です。 

 これまで廃棄していた水道メーター部品のリサイクルを検討する必要があ

ります。 
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1.5. 広域的連携 

長期的には人口減少社会に直面し，水道事業の運営基盤強化を図るための効率化に

向けて，施設の共同整備，人材育成や業務の共同化といった広域的連携の検討が望ま

れています。 

安定給水を確保するために，現在の神戸市，尼崎市，西宮市及び芦屋市の４市が協

力し，昭和１１年７月に全国初の用水供給事業として阪神水道の前身である「阪神上

下水道市町村組合」を設立しました。そして，平成 29 年 4 月に新たに宝塚市が加

入し，５市で構成されています。 

現在では取水全体の 87％が阪神水道からの受水に依存しています。 

芦屋市水道事業では水質試験及び検査業務を阪神水道等に委託することで，水質試

験及び検査施設を保有せず，効率的に業務を行っています。平成２２年３月に阪神水

道と構成４市で「水質検査共同化に関する協定書」を締結し，水質検査協力，職員交

流，情報共有等について協同で研究・検討を行い，安全・安心でおいしい水の供給に

努めています。 

さらに，水道事業の広域的連携に関して，平成 27 年度から阪神水道及び構成市（神

戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市）で，「阪神地域の水供給の最適化研究会」を設置し

検討を進めています。この研究会に，平成 29 年度より宝塚市が参加しました。 

また，平成 28 年度には，「兵庫県水道事業のあり方懇話会」において神戸・阪神

南地域で広域連携について協議をはじめました。 

その他，緊急時に相互に水供給ができるように，平成 16 年度には神戸市と，平成

１９年度には西宮市と山手幹線沿いにおける緊急時連絡管の設置及び運用に関する

協定を締結しました。さらに，平成 28 年度には国道４３号北側歩道の神戸市境にお

いても，協定を締結しました。阪神水道及びその構成市とは，人事研修・水の活用な

ど広範囲にわたり協力関係を深めています。 

 

課 題  

 現在は，水源の確保，水質試験及び検査業務，広報活動の広域的連携，研修

実施，防災訓練など広範囲に阪神間の水道事業体と連携を密にしています

が，職員の技術継承や効率的な経営に向けて，職員の人事交流や連携業務拡

大の検討及び協議が必要です。 

 阪神水道及び構成市（神戸市・尼崎市・西宮市・芦屋市・宝塚市）で，広域

連携に関して，さらに協力関係を深めていく必要があります。 
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2. 安心・安定 

 

2.1. 施設整備 

 

(1) 基幹施設 

芦屋市水道事業は浄水場や配水池等の基幹施設を昭和１３年４月の給水開始から

７期にわたる拡張事業によって整備を進めています。 

また，平成７年１月に発生した阪神・淡路大震災を教訓に平成８年３月に「芦屋市

水道耐震化指針」を策定し，管路の耐震化や耐震性緊急貯水槽の整備を進めてきまし

たが，近年では，施設の更新時期を迎えつつあります。 

そこで，平成１８年４月に平成１８年度から平成４１年度までの２４年間の施設整

備計画を策定し，老朽化した水道施設の更新に取り組んでいますが，平成２３年３月

の東日本大震災をはじめとする大規模災害の教訓や各種の知見をもとに，今後発生が

予測される南海トラフ巨大地震等の地震対策の必要性から，配水池や浄水施設につい

ての耐震診断等を行い，再評価を行っていきます。 

各浄水場系統の施設状況概要は以下のとおりです。 

 

① 奥池浄水場系統 

 奥池地域を開発した民間企業により簡易水道事業として整備し，昭和５５年４月

に市に移管され昭和６０年４月に上水道に統合した施設です。浄水施設は平成１２

年度に更新しましたが，取水施設や配水施設については，耐震診断を進めています。 

 

② 奥山浄水場系統 

浄水施設は給水開始から使用している施設で，法定耐用年数を経過していること

から，今後更新について検討する必要があります。 

配水池については，平成１６年度に新設した六麓荘高区配水池をはじめ，既存の

配水池も健全であることが確認されています。 

 

③ 阪神水道系統 

給水開始当時から供用している第１中区配水池（旧池）は，今後更新の必要があ

ります。その他の配水池は耐震評価・劣化診断の結果，第２中区配水池に一部耐震

性に不足があるため，平成２8 年度から耐震補強工事に着手しています。 
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(2) 管路の整備 

平成 28 年度末の送配水管総延長は 249.7km ですが，前述の基幹施設と同様に，

管路の老朽化状況を把握した結果，平成 28 年度時点では，28.6％（約 70ｋｍ）が

法定耐用年数を超えた経年化資産及び老朽化資産になり，更新の時期を迎えています。 

今後，管の更新を行わない場合，平成６４年度には経年化資産及び老朽化資産が８

割を占めることになります。   

 

図：更新を実施しなかった場合 

 

図：更新を実施した場合 

 

■ 健全資産 ：経過年数が法定耐用年数以内の資産 

■ 経年化資産 ：経過年数が法定耐用年数の 1.0～1.5 倍の資産 

■ 老朽化資産 ：経過年数が法定耐用年数の 1.5 倍を超えた資産 
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経年化資産について，兵庫県下の事業体と比較すると，芦屋市水道事業は阪神・淡

路大震災で大きな被害のあった地域の区画整理事業や山手幹線整備事業及び南芦屋

浜地域の整備事業を優先して実施する必要があったため，法定耐用年数４０年を経過

した経年管の割合が高くなっています。 

法定耐用年数は４０年と定められていますが，昨今の技術革新によってＧＸ形ダク

タイル耐震管が耐用年数１００年，ＮＳ形ダクタイル耐震管が６０年とされ，耐震性

及び耐久性に優れた管路ができています。 

経年化資産を解消するには，これらの管路を使用し毎年約３ｋｍ管路の更新を行う

ことで，概ね２０年後には，鋳鉄管などの経年化及び老朽化資産は順次耐久性のある

ＧＸ形及びＮＳ形ダクタイル耐震管に入れ替わります。これ以降については，耐震管

やダクタイル鋳鉄管などの経年化資産及び老朽化資産を現在と同じ３割程度に維持

しますが，耐久性等は確保されていることになります。 

現在，市の施策である「さくら参道無電柱化」区間や市街地の老朽管路等の整備，

更新を重要課題として取組を強化しています。 
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※ 出典：平成 26 年度水道技術センター調べ 

※ 鋳鉄管を対象 

 

 

図：管路の整備状況 

図：兵庫県下の管路経年化率 
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(3) 施設整備計画 

老朽管の更新や施設の耐震化を計画的に実施するために，平成１８年度から平成

４１年度までの２４年間について，施設整備計画を策定し，毎年見直しを行っていま

す。 

平成 30 年度からは収支計画に合わせて，配水池や浄水施設の耐震補強，機器類の

更新費用として，下記のとおり見直しを行いました。 

 

表：施設整備計画 

（千円，税抜き）

H18～H21

配水施設の耐震化

H22～H25 H26～H29

浄水施設の更新，耐震化

第1ステージ 第2ステージ 第3ステージ

老朽管更新

事　業　費　 ※ 1,145,700 ※ 1,404,400 1,749,700

配水管新設整備

老朽管更新

配水管新設整備

第4ステージ 第5ステージ 第6ステージ

配水施設の耐震化

H30～H33 H34～H37 H38～H41

浄水施設の更新，耐震化

事　業　費　 1,581,700 1,874,400 1,876,300

※については決算額
調査費及び事務費を含む。 全体事業費　 9 ,632 ,200
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課 題  

 阪神・淡路大震災からの復興や南芦屋浜地区の整備事業に注力してきたこと

もあり，老朽化した管路が多くあります。今後，発生する更新需要に対して，

早期に対応するとともに，大規模な施設改修については，経営戦略で示す収

支計画をみながら見直しを行い，布設時期の平準化が必要です。 

 老朽化した配水管の入替え工事においては， GX 形管路などの耐久性・耐震

性に優れた工材で施工することが必要です。 

 耐震診断等の再評価を行い，水道事業経営をみながら基幹施設の耐震化を実

施することが必要です。 

 また，更新・耐震化のみならず適切な点検・保守により長寿命化を図ること

が必要です。 

 水道施設や管路の効率的な管理を行うために，アセットマネジメントの推進

が必要です。 
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2.2. 危機管理 

阪神・淡路大震災，東日本大震災，熊本地震などでは，長期及び広範囲にわたる断

水や水道施設に様々な被害をもたらし，日本水道協会のネットワーク等を通じて，全

国から応援派遣による応急給水等の支援がなされました。平成２５年３月に策定され

た厚生労働省「新水道ビジョン」においても，施設の耐震化やバックアップ機能の構

築等，強靭な水道事業の実現が掲げられ，改めて危機管理の重要性が問われています。 

芦屋市水道事業は，阪神・淡路大震災の教訓を踏まえ，国の各法令や芦屋市国民保

護計画，芦屋市地域防災計画，芦屋市危機管理指針に基づき，水質汚染，渇水や事故

等を想定した芦屋市水道事業危機管理マニュアルを策定し，不測の事態に備えていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：芦屋市水道事業の危機管理に関する位置付け 

 芦 屋 市  

●芦屋市国民保護計画 

●芦屋市地域防災計画 

●芦屋市水防計画 

●危機管理指針 等 

 兵 庫 県  

●県地域防災計画 

●県国民保護計画 

●危機管理基本指針 等 

 

 国  

●武力攻撃事態等における

国民の保護のための措置に

関する法律（国民保護法） 

●災害対策基本法 等 

 

芦屋市水道事業危機管理マニュアル 

兵庫県水道災害相互応援に関する協定 

災害応援協定書 

芦屋市水道事業 
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また，地震や渇水等の非常時に備え，兵庫県，県下各市町，各水道企業団等と「兵

庫県水道災害相互応援に関する協定」を締結するとともに，芦屋市水道工事業協同組

合や浄水場運転管理等委託業者とも「災害応援協定」を締結するなど，非常時に対応

できる体制を構築しています。 

この他にも，施設のバックアップ機能の強化に向けて，神戸市，西宮市と緊急連絡

管を接続し，非常時には緊急連絡管によって給水できるようにしています。また，災

害等の発生に備えて，市内に耐震性緊急貯水槽を１０基設置しています。なお，平成

２９年度からの山手中学校の建替えに伴い，山手中学校の耐震性緊急貯水槽を打出浜

小学校に移設する予定です。山手中学校には新たに耐震性緊急貯水槽を設置する計画

です。 

これら計画及びマニュアルに基づき，不測の事態に適切に対処できるよう，定期的

に市民の皆様と災害時の初動体制や応急給水等の訓練を行っています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：耐震性緊急貯水槽の配置図 

朝日ケ丘小学校

宮川小学校

浜風小学校

山手小学校

潮見小学校

山手中学校

岩園小学校

総合公園

精道小学校

西芦屋町ポケットパーク

朝日ケ丘小学校

宮川小学校

浜風小学校

山手小学校

潮見小学校

山手中学校

岩園小学校

総合公園

精道小学校

西芦屋町ポケットパーク

打出浜小学校（予定） 

（平成 29 年度まで） 
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課 題  

 今後，南海トラフ巨大地震等の発生が予測されており，施設の耐震化，バッ

クアップ機能の確保の事業継続計画，危機管理体制・マニュアルの整備等，

総合的な危機管理対策が必要です。 
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2.3. 給水品質（おいしい水） 

 

(1) 水質管理 

平成 29 年 2 月に実施した水道利用者意識調査では，市民の皆様が知りたい情報

として「水質について」，また，芦屋市水道事業に期待することとして「安全な水，

おいしい水の供給」が最も多く，給水品質に対する関心の高さが伺えます。 

 

■知りたい情報（複数回答） 

水質

水源

災害対策の取組

水道料金・メーター検針

断水/赤水のお知らせ

水道水の製造工程

将来計画

財政状況

水道工事の内容・状況

その他

【サンプル数　1,007】

71.2%

42.2%

35.8%

32.0%

19.8%

19.6%

18.5%

15.8%

11.2%

3.9%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

■芦屋市水道事業に期待すること（複数回答） 

安全・おいしい水の供給

地震や災害に強い水道

安価な水道料金

漏水修理への迅速な対応

地球環境への配慮

経営の効率化

お客様サービスの充実

赤水等のにごり解消

工事等による断水減少

水の出の改善

国際貢献への取組

その他

【サンプル数　1,053】

93.7%

69.9%

55.7%

18.6%

17.9%

17.8%

15.4%

15.0%

6.8%

5.0%

4.8%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

図：水道利用者調査結果（平成 29 年 2 月実施） 
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水道法では 51 項目に及ぶ水質基準やその検査頻度・地点を定めた水質検査計画を

毎年度策定することが義務付けられています。 

芦屋市水道事業では，皆様に安全でおいしい水を給水するために，市内の原水２か

所及び浄水１７か所を対象に，法定の 51 項目に加えて，定期的に安全性を確認する

項目（５項目），水源の水質を確認する項目（31 項目），健康への影響や質の高い水

道水とするための目標値が定められた項目（2５項目），本市が独自に必要と判断し

た項目（1７項目）についても検査を行っています。 

 

表：芦屋市水道事業の水質検査概要 

種別 検査項目 検査頻度 

定
期
的
な
水
質
検
査 

水道法で検査が義務付け

されている項目 

毎日検査項目（３項目） 毎 日 

水質基準項目（51 項目） 年４回 

水質管理上必要と判断し

た項目 

定期的に安全を確認する項目（５項目） 毎 週 

水源の水質を確認する項目（39 項目） 年２回 

健康への影響や質の高い水道水とする

ための目標値が定められた項目（２５項

目） 

年４回 

芦屋市が独自に必要と判断した項目 

（１７項目） 
年４回 

 

 

近年の原水の水質状況について，奥池浄水場系統及び奥山浄水場系統は，上流域に

汚染源となる施設がないため，良好な水質を維持しています。 

阪神水道系統は，産業活動が活発な淀川を水源としていますが，排水規制等によっ

て汚濁物質（アンモニア態窒素や有機物等）は減少し，原水の水質は大幅に改善して

います。また，阪神水道では，通常の浄水処理に加えて高度処理により，安全でおい

しい水を供給しています。阪神水道系統の原水の水質検査については，阪神水道から

の受水のため芦屋市水道事業の検査対象外になりますが，同様の検査を行っており，

阪神水道と連携して安全性を確保しています。 
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(2) 給水装置管理 

芦屋市水道事業は，戸建住宅，集合住宅，事業所等の多様な皆様に給水を行ってい

ます。道路に埋められている配水管から分岐し，家庭に引き込まれた給水管，止水栓，

水道メーターや給水栓等を「給水装置」といい，水道メーターを除く給水装置は建物

所有者等の私有財産となります。安心・安全でおいしい水を利用するには，これら給

水装置を適切に維持管理する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：給水装置の管理区分 

 

集合住宅では，配水管から直接各戸に給水する「直結直圧給水方式」と，一旦貯水

槽（受水槽及び高置水槽を含む。以下同じ。）に貯めて各戸に給水する「受水槽給水

方式」があります。受水槽給水方式は，一定の水を貯めていることから，災害時に水

を一定期間確保できるといったメリットがあります。 

本市では集合住宅等に約 800 基の貯水槽があり，災害時には約 16,000 m3の水

道水が貯留できます。一方，貯水槽の衛生管理を適切に行う必要があります。貯水槽

管理については，設置者（建物所有者）の個人施設として，設置者の負担で１０m3

を超える貯水槽は水道法で「簡易専用水道」として年１回の清掃及び水質検査が義務

付けられ，１０m3 以下の貯水槽は「小規模貯水槽水道」として芦屋市水道事業給水

条例で簡易専用水道と同様の管理を行う努力義務が課せられています。 

 

■直結直圧給水方式                ■受水槽給水方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：直結直圧給水方式と受水槽給水方式 

配水管 配水管 

貯水槽 

ポンプ 

配水管 

公道 

止水栓 

水道メーター 

給水栓 
（蛇口） 

管理境界 

市で管理 
 

所有者で管理 
 

宅内 
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芦屋市水道事業は，安全・安心でおいしい水をご利用いただくために，給水装置を

設置する給水装置工事事業者の育成や指導を行うとともに，貯水槽水道設置者に対し

てパンフレットを配布するなど，適切な衛生管理を行うよう啓発しています。 

 

課 題  

 芦屋市水道事業では，近年，水質汚染事故は発生していませんが，全国では

水道原水の水質変化による給水停止及び制限等の措置が講じられた例があ

ります。したがって，日々の水質検査・水質管理の強化が必要です。 

 貯水槽は芦屋市水道事業が直接管理していないため，設置者が適切に衛生管

理を行う必要があります。したがって，設置者への指導の徹底や水質管理に

ついて知識及び経験が豊富な水道事業者が積極的に関与していくことが必

要です。 
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3. 環境・情報公開 

 

3.1. 環境配慮 

水道事業は，浄水施設や高所へのポンプ揚水のために多くの電力を消費し，全国の

電力消費のうち約１％を水道事業が消費しているとされています。省エネルギー化に

よる電力の低減が必要とされています。 

また，持続可能な社会を目指して，限りある資源を有効活用し循環型社会を構築し

ていくため，水道事業では工事に係る発生土や資材の再資源化等の取組が期待されて

います。 

 

芦屋市水道事業では，六甲の地形を活用した自然流下方式により経済的に送配水を

行っています。そのため，配水量 1m3当たりの電力消費量や消費エネルギー量，二

酸化炭素排出量はいずれも他団体に比べて優れています。 

芦屋市においては，平成１９年３月より ISO に準拠した「芦屋市環境マネジメン

トシステム」，平成２３年３月に「第３次芦屋市環境保全率先実行計画」を策定し，

環境負荷の低減に向けた取組を進めてきました。芦屋市水道事業としては，これら計

画及びマネジメントシステムに基づき，自然光の利用による不要照明の消灯をはじめ，

水道施設の更新に際しては，費用対効果を考慮しつつポンプ等の省エネルギー機器を

採用し，省エネルギー化を図っています。 

また，工事で発生した残土や資材の再資源化については産業廃棄物管理票で管理し，

平成 24～27 年度で約 15,000ｔのアスファルト殻の再資源化を図りました。 

平成２９年度には，奥山浄水場の緩速ろ過池で使用済みとなったろ過砂を，ゴルフ

場で再利用し，再資源化を図っています。また，廃棄予定の水道メーター部品の再利

用にも取り組んでいます。 

 

課 題  

 近年，水道事業における省エネルギー対策，再生可能エネルギーや代替エネ

ルギーの利用に関する実例が多く見受けられます。芦屋市水道事業では，自

然流下方式の採用や建設副産物の再資源化に取り組んでおり，より一層の取

組には，費用対効果を考慮した検討が必要です。 

 水道事業活動のなかで発生する廃棄物のリサイクルなどをより一層進める

必要があります。 

 自然エネルギーを活用した省エネルギー機器の導入の検討が必要です。 
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3.2. 情報公開 

将来人口の減少，節水型機器の普及等による水需要の低迷，さらに，水道施設の更

新を迎え，水道事業を取り巻く環境は厳しさを増しています。このようななか，水道

事業の経営状況等について利用者である市民に対して，積極的な情報提供とコミュニ

ケーションが重要となっています。 

芦屋市水道事業は，平成２２年度以降，経営状況説明会を毎年１回実施し，ホーム

ページで公表することで市民の皆様と水道事業の状況を共有するとともに，サービス

向上に向けたご意見をいただいています。この他にも，芦屋市水道事業について認知

及び理解を深めていただくため，水道週間における各種イベントを開催するとともに，

市立小中学校に屋外の水飲み場と直結式の冷水機の設置や小学校の奥山浄水場の社

会見学会等の取組を行っています。 

また，より効果的な広報を実現するため，神戸市，尼崎市，西宮市，芦屋市，宝塚

市，阪神水道と「広報活動の連携に関する協定書」を締結し，この協定に基づく広報

活動を「阪神間水道事業体広報連携企画（KAHNAＴ（カーナ））」と名付け，ポスタ

ー作成や広報グッズ作成を行い，今後，イベント活動や共同のホームページの立ち上

げ等を検討しています。 

 

■「広報あしや」の認知        ■「水道部のホームページ」の認知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：水道利用者調査結果（平成２９年 2 月実施） 

 

課 題  

 情報発信の手法が多様化するなか，効果的な手法及び内容の検討が必要で

す。 

 アンケート調査をはじめ，市民ニーズを定期的に把握するとともに，その結

果を事業経営に反映する仕組みが必要です。 

 

【サンプル数 1,064】 【サンプル数 1,053】 

定期的に見

る

0.2%

時々見る

3.5%

見たことは

ある

5.4%

見たことが

ない

90.9%

 

詳しく読んで

いる

2.5%

ひととおり目

を通している

47.0%
読んでい

ない

30.4%

見たことが

ない

20.1%
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第４章 目指すべき方向性 

 

1. 基本的考え 

 

芦屋市水道事業は，これまでも事業の「持続」を図り，「安心・安全」な水の供給

を目指した施設整備の充実，「環境」への配慮，そして市民の皆様にご理解とご協力

を得るため，客観性及び透明性を含め市民とのコミュニケーションを第一とした情報

公開に努めてまいりました。 

 

この間，本市においては人口が微増しているものの，日本の総人口は平成２２年度

をピークに減少傾向に転じていることから，料金収入の減少が想定されます。また，

平成２３年３月に発生した東日本大震災は甚大な被害をもたらし，また，近い将来，

南海トラフ巨大地震の発生が危惧され，これまでの震災対策を抜本的に見直した危機

管理が求められています。 

 

このような厳しい事業環境の中，厚生労働省においては５０年後，１００年後の将

来を見据えた「新水道ビジョン（平成２５年３月）」が策定されました。この新水道

ビジョンでは，「時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ，水質基準に適合した

水が，必要な量，いつでも，どこでも，誰でも，合理的な対価をもって，持続的に受

け取ることが可能な水道」を理想像に掲げ，その具体として「安全（水道水の安全な

確保）」，「強靭（確実な給水の確保）」，「持続（供給体制の持続性の確保）」をキーワ

ードとする方針が示されました。 

 

芦屋市水道事業においては，厚生労働省「新水道ビジョン」に示された方針を踏ま

え，平成２１年９月に策定した「芦屋市水道ビジョン」の見直しを平成 26 年 3 月

に行い，水道事業の「持続」を図り，老朽化が進む水道施設の更新や災害対策等の「安

心・安全」を確保し，市民の皆様から信頼される水道事業を目指した「環境への配慮

と情報公開」の３つの経営目標を掲げました。平成２９年度においては，そのビジョ

ンの理念達成のための取組について加速，推進するため，経営評価，見直しを行い，

今後もその実現に向けた事業経営に引き続き取り組んでまいります。 
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2. 経営理念 

 

芦屋市水道事業では，将来にわたって安心・安全でおいしい水を供給し続けるため

に，次の基本理念を掲げて，長期的な視点に立って，事業経営に努めてまいります。 

 

 

 

 

市市民民にに対対しし｢｢安安心心･･安安全全｣｣，，｢｢持持続続｣｣ああるる水水道道をを目目指指しし，，よよ

りり豊豊かかでで｢｢環環境境｣｣にに配配慮慮ししたた快快適適なな社社会会のの創創造造にに貢貢献献ししてて

いいききまますす。。  

ままたた，，開開かかれれたた水水道道事事業業をを目目指指しし｢｢情情報報公公開開｣｣ををよよりり一一

層層推推進進ししてていいききまますす。。  

  
 

 

 

 

 

経 営 理 念 
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3. 経営目標 

 

芦屋市水道ビジョンの計画期間（平成 30～41 年度）においては，経営理念の実

現に向けて，次の経営目標のもと，引き続きそれぞれの目標を達成するための施策展

開を図ります。 

 

 

「「持持続続ああるる水水道道」」のの実実現現にに向向けけてて  

 財政の健全化を図るとともに，効率的な水道事業を目指す。 

 蛇口から飲めるという水道文化を継承し，水道技術に携わる人材の確保及

び育成することで持続性ある経営体制を目指す。 

 

 

「「安安心心でで安安定定ししたた水水道道」」のの実実現現にに向向けけてて  

 災害に強い水道施設及び経営体制を目指す。 

 安定した水質を確保し，安心・安全でおいしい水の供給を目指す。 

 

 

「「環環境境へへのの配配慮慮とと情情報報公公開開」」のの実実現現にに向向けけてて  

 地形を活用した配水や再資源化によって，自然環境に配慮した水道経営を

目指す。 

 水道利用者とのコミュニケーションの充実を図り，信頼される水道経営を

目指す。 
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4. 主要施策 

 

経営目標の実現に向けて，その具体的な施策は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 財政の健全化を図るとともに，効

率的な水道事業を目指す。 

 蛇口から飲めるという水道文化を

継承し，水道技術に携わる人材の

確保及び育成することで持続性あ

る経営体制を目指す。 

持続ある水道 

経営目標 主要施策 

1 経営基盤の強化 

2 

職員の資質の向上 

4 

業務の効率化 

広域的連携の推進 

 災害に強い水道施設及び経営体

制を目指す。 

 安定した水質を確保し，安心・安

全でおいしい水の供給を目指す。 

安心で安定した水道 1 資産管理の最適化 

2 水道施設整備の推進 

3 

3 災害対策の充実 

4 安心・安全でおいしい水の供給 

 地形を活用した配水や再資源化

により，自然環境に配慮した水道

経営を目指す。 

 水道利用者とのコミュニケーション

の充実を図り，信頼される水道経

営を目指す。 

環境への配慮と情報公開 1 環境に配慮した水道経営 

2 コミュニケーションの充実 
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第５章 将来像実現のための施策と目標 

 

1. 持続ある水道 

 

1.1. 経営基盤の強化 

 

(1) 業務改善・効率化の推進 

漏水対策の強化による有収率の向上，新技術の採用によるコスト削減，また，

職員から幅広く改善案を募る等，常に業務改善・効率化を図る取組を検討及び

導入します。 

また，効率的な業務遂行のために組織の活性化を図り，組織体制の適正化を

行います。 

 

(2) 計画的経営の実践の検討 

将来水需要量の予測やアセットマネジメント等の資産管理を行い，施設整備

計画や経営戦略で示す収支計画を定期的に精査しながら，計画的な経営を実

践します。 

また，財務会計だけではなく，経営状況や事業進捗を管理し，効率的な経営

ができるよう，管理会計のあり方について検討します。 

消耗品費等を含めた経費全体の節減施策を実施するとともに，業務量に見合

った職員配置を行います。また，財務指標による分析並びに経営戦略で示す

収支計画に沿った水道事業経営を行い，経営の健全化を図ります。 

 

(3) 施設更新等の財源確保 

       芦屋市水道事業の財務状況は，当面，県公社からの水利負担金収入によって

好転するものの，節水型機器の普及等を背景に，使用水量が減少し，料金収入

の減少が懸念されます。 

       一方，水道施設の耐震化や老朽化施設の更新需要の増加に対して，将来負担

のバランスを考慮しつつ，可能な限り補助金の確保，活用を検討します。 

       当面は，県公社からの水利負担金収入等を効果的に活用していきますが，今

後，時機を得た水道料金体系の見直しの検討を行います。 

 

(4) 阪神水道受水費の軽減 

    芦屋市水道事業の水需要等の長期的な視点から，受水量の適正化等について，

引き続き阪神水道及び構成市（神戸市，尼崎市，西宮市，宝塚市）と協議しま

す。 
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(5) 料金体系のあり方の検討 

       少子高齢化に伴う世帯構成の変化やライフスタイルの変化等を背景に，世帯

当たりの使用水量が基本水量に満たない世帯が増えています。このような変化

を踏まえ，基本水量制や２か月に１度の料金徴収方法等の見直しについて，他

水道事業体の動向も参考にしながら引き続き検討します。 

 

(6) 未利用地の有効活用の検討 

土地台帳の調査，整理を行い，未利用地については有効活用を検討します。 

 

(7) 費用の抑制 

経済的設計に努め，管路施設費用の抑制を行い，道路復旧に際しては最も経 

済的な工法を用いて，費用の縮減に努めます。また，道路占用者会議において，

中長期の工事調整を行い，道路掘削を抑制します。 

 

(8) 経営戦略の策定 

総務省からの通知に基づき，中長期的な視野に基づく計画的な経営に取り組む

ために，経営戦略を策定します。また，策定後は原則 4 年ごとに見直しを行い

ます。 

 

1.2. 業務の効率化 

 

(1) 民間活用の推進 

検針業務や水道料金の清算，水道施設の運転及び維持管理等の多くを民間に 

委託しています。芦屋市水道事業は規模が小さいこともあり，コスト面での効

果が小さいものの，複数の業務を集約して委託することで，民間事業者の創意

工夫が期待されることから，多様な視点に立ち，今後も民間活力の導入を行え

るものを検討し実施します。 

 

(2) 契約方式の見直し 

第三者への業務委託に当たっては，民間事業者の創意工夫や競争原理が働く 

よう，複数年契約等の契約方式を見直します。 

 

(3) 先進技術に関する調査・研究 

長寿命化や省コスト化に関する情報収集を行い，先進技術の導入に向けて調 

査・研究を行います。 
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1.3. 職員の資質向上 

 

今後，多くのベテラン職員の退職が見込まれます。これらの職員が有する技術

を継承するために，部内での OJT や情報の共有，外部研修会及び講習会の参加等，

体系的かつ効果的な人材育成プログラムを構築します。 

 

 

1.4. 広域的連携の推進 

 

職員の技術継承や効率的な経営に向けて，職員の人事交流や他業務の官官委託

についても広域的連携の可能性を検討及び協議します。 
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2. 安心で安定した水道 

 

2.1.資産管理の最適化 

 

(1) 水道施設のデータベース化 

芦屋市水道事業の保有する施設は種類及び量が膨大であり，送配水管総延長 

は 249.7km（平成 28 年度末時点）にも及びます。今後，これら水道施設の

更新需要が控えており，効率的かつ効果的な維持管理・更新・耐震化が必要に

なります。 

平成２６年度に導入した水道マッピングシステムの構築により，工事の履歴 

をはじめ水利的な情報等をデータベース化しており，今後も各水道施設がどの

ような状態にあるのか，各施設の維持管理状況，並びに耐震診断結果等の情報

のデータベース化を進めます。 

 

(2) アセットマネジメントの実践 

高度経済成長期に整備した多くの水道施設は，間もなく一斉に更新時期を迎 

えますが，限られた経営資源の中で対応していく必要があります。 

平成 27 年度に構築したアセットマネジメントのデータを活用し，引き続き 

管路・施設の健全化評価の精度を高めていきます。  

 

 

 

2.2. 水道施設整備の推進 

 

(1) 老朽管等の更新 

増加する老朽化施設の更新に当たっては，耐震化と同様に基幹水道施設を優 

先して，効率的かつ効果的に更新整備していきます。 

なお，施設更新に当たっては，一人当たりの使用水量が減少していることか 

ら，施設規模の見直しを行い，投資の抑制に努めます。 

 

(2) 水道施設の耐震化 

近い将来発生すると予想される南海トラフ巨大地震に対し，被害の最小限化 

に努め，ライフラインを確保できる体制を整備する必要があります。 

限られた財源や職員で早期に耐震化を進めていくため，市民病院等の緊急施 

設に通ずる水道施設や，老朽化した基幹水道施設を優先して耐震化を進めてい

きます。 
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2.3. 災害対策の充実 

 

(1) 危機管理マニュアル・体制の整備 

自然災害，水質事故，渇水等の様々な危機に対して迅速に対応するため，東 

日本大震災等の経験を踏まえて，引き続き既存の危機管理マニュアル及び体制

について総点検を行い，これまでの震災対策の概念を定期的に見直し，事業が

継続できる震災対策や危機管理対策を講じます。 

 

(2) バックアップ機能の充実 

非常時に備え，これまで１０基の緊急貯水槽整備（合計９６０m3）による 

緊急水の確保や，阪神水道との緊急時の受水箇所及び神戸市，西宮市と緊急時

相互応援協定を締結し緊急相互連絡管を整備してきました。 

引き続き，緊急相互連絡管の増設等による，バックアップ機能等の充実を図 

ります。 

 

(3) 訓練等の実施 

災害時の速やかな応急活動に備えるため，阪神水道や近隣市との訓練をはじ 

め，地元自治会等との合同訓練を定期的に実施します。 

 

 

2.4. 安心・安全でおいしい水の供給 

 

(1) 水質管理の徹底 

国の定める各基準を遵守した，適切な検査項目，検査頻度を検討した水質検 

査計画を毎年度策定し，それに基づく水質検査を実施するとともに，水質事故

防止や水源における危機的事象に対応した安全な水質管理を実施します。 

また，効率的な水質検査を目指し，阪神水道との共同化を実現しました。今

後も検査施設共同化について研究していきます。 

 

(2) 貯水槽水道への指導強化 

安心でおいしい水を利用いただけるよう，貯水槽水道の管理状況の把握に努 

めるとともに，管理者への指導徹底や適切な情報提供等，関係部局と連携して

啓発活動に取り組みます。 
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3. 環境への配慮と情報公開 

 

3.1. 環境に配慮した水道経営 

 

(1) 省エネルギーの取組 

省エネルギーの取組としては，芦屋市水道事業の特徴である六甲の地形を活 

用し，自然流下方式による経済的な送配水を引き続き実施していきます。 

再資源化については，現在も取り組んでいるメーターの再利用や工事で発生 

する建設副産物（土，アスファルト，コンクリート）の廃棄物の再利用を引き

続き実施します。 

さらに，環境配慮と経済性の両面を考慮したエネルギーの有効利用策や再資 

源化策について，全国の実例等の情報収集を行い，必要に応じて調査・研究を

行います。 

 

(2) 「芦屋市環境マネジメントシステム」の遵守 

芦屋市として取り組んでいる「芦屋市環境マネジメントシステム」を遵守し， 

これまでの不要照明の消灯や空調温度の徹底管理以外にも取り組むべき方策

について検討・実践します。 

 

3.2. コミュニケーションの充実 

 

(1) 広報活動の充実 

市民の皆様の情報ツールの多様化が進むなか，必要とする情報を分かりやす 

くするよう「広報あしや」や「ホームページ」の充実を図ります。また，各種

イベントの開催や出展を通じて，市民の皆様が水道事業を身近に感じられる機

会を充実します。 

 

(2) 公聴活動の充実 

市民の皆様のご意見を事業経営に反映させるため，現在，毎年実施している 

経営状況説明会を引き続き実施するとともに，アンケート調査等の公聴活動の

充実を図ります。 

 

(3) 検針方法見直しの周知 

平成 25 年 4 月から水道メーターの期限満了取替（8 年毎に１回）計画に合 

わせ集合住宅の建物所有者様等のご理解とご協力により，順次リモートメータ

ーによる集中検針方式から直読式メーターによる一般検針方式に変更を行っ

ております。平成 31年度にすべての集合住宅を一般検針への切替えを予定し

ています。 
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資料編 

(1) 水道事業ガイドライン業務指標（PI） 

 

 先述の施策を実施することによって見込まれる数値を推定値として示しています。 

 なお，業務指標名及び計算式は平成 28 年 3 月 2 日改正の水道事業ガイドライン

によるものです。 

 



 

5
4

 

1. 持続ある水道 

PI 業務指標名 単位 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
推定値： 
H33 年度 

計算式 

3001 営業収支比率 % 97.5 95.9 96.0 99.8 97.0 
(営業収益-受託工事収益/営業費
用-受託工事費)×100 

3002 経常収支比率 % 99.79 104.98 106.14 107.32 104.0 
[(営業収益＋営業外収益)/(営業
費用＋営業外費用)]×100 

3003 総収支比率 % 105.42 92.95 111.00 114.54 110.0 (総収益/総費用)×100 

3004 累積欠損金比率 % 15.98 0.00 0.00 0.00 0.00 
[累積欠損金/(営業収益－受託工
事収益)]×100 

3005 繰入金比率 （収益的収支分） % 1.2 1.0 3.1 0.4 0.4 
(損益勘定繰入金/収益的収入)×
100 

3007 職員一人当たり給水収益 千円/人 50,656 51,370 52,876 56,527 68,199 
(給水収益/損益勘定所属職員
数)/1000 

3008 
給水収益に対する職員給与費
の割合 

% 20.1 19.5 18.3 17.6 20.9 (職員給与費/給水収益)×100 

3009 
給水収益に対する企業債利息
の割合 

% 4.03 4.08 4.14 4.19 4.0 (企業債利息/給水収益)×100 

3010 
給水収益に対する減価償却費
の割合 

% 25.57 26.59 27.52 26.98 23.0 (減価償却費/給水収益)×100 
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PI 業務指標名 単位 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
推定値： 
H33 年度 

計算式 

3011 
給水収益に対する建設改良の
ための企業債償還元金の割合 

% 14.73 15.64 13.29 10.44 15.0 
(建設改良のための企業債償還元
金/給水収益)×100 

3012 
給水収益に対する企業債残高
の割合 

% 208.74 218.41 259.35 270.84 388.0 (企業債残高/給水収益)×100 

3013 料金回収率 % 90.3 95.3 95.4 97.7 93.8 (供給単価/給水原価)×100 

3014 供給単価 円/m3 167.5 167.2 167.4 167.7 167.7 給水収益/年間総有収水量 

3015 給水原価 円/m3 185.46 175.41 175.53 171.66 178.8 

[経常費用－(受託工事費＋材料
及び不用品売却原価＋附帯事業
費＋長期前受金戻入)]/年間総有
収水量 

3018 有収率 % 93.8 95.7 97.0 96.1 93.9 
(年間有収水量/年間配水量 )×
100 

3019 施設利用率 % 57.6 55.6 54.6 55.3 54.6 
(一日平均配水量/施設能力 )×
100 

3020 最大稼働率 % 65.7 62.7 60.3 61.0 61.7 
(一日最大配水量/施設能力 )×
100 

3021 負荷率 % 87.7 88.7 90.6 90.7 88.5 
(一日平均配水量/一日最大配水
量)×100 
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PI 業務指標名 単位 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
推定値： 
H33 年度 

計算式 

3022 流動比率 % 253.2 178.4 210.1 296.3 290.7 (流動資産/流動負債)×100 

3023 自己資本構成比率 % 65.6 62.0 59.3 59.6 42.2 
[(資本金＋剰余金＋評価差額など
＋繰延収益)/負債・資本合計]×
100 

3024 固定比率 % 137.5 142.9 148.1 145.5 197.3 
[固定資産/(資本金＋剰余金＋評
価差額など＋繰延収益)]×100 

3025 
企業債償還元金対減価償却費
比率 

% 57.6 58.8 48.3 38.7 65.3 
(建設改良のための企業債償還元
金/当年度減価償却費)×100 

3026 固定資産回転率 回 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 
(営業収益－受託工事収益)/[(期
首固定資産＋期末固定資産)/2] 

3027 固定資産使用効率 m3/万円 10.5 9.9 9.3 9.4 9.2 
(年間配水量/有形固定資産 )×
10000 

5008 検針委託率 % 87.7 96.5 100 100 100.0 
(委託した水道メーター数 / 水道
メーター設置数) × 100 

－ 自動検針率 % 12.3 3.5 0 0 0  
(自動検針した水道メーター数  / 
水道メーター数) × 100 

5107 漏水率 % 4.47 3.61 2.29 3.38 4.3 
(年間漏水量 / 年間配水量) × 
100 
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2. 安心で安定した水道 

PI 業務指標名 単位 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
推定値： 
H33 年度 

計算式 

1115 直結給水率 % 55.6 56.1 55.6 56.6 56.8 (直結給水件数/給水件数)×100 

2001 
給水人口一人当たり貯留飲料
水量 

L/人 119 119 118 119 117 
[(配水池有効容量×1/2＋緊急貯
水槽容量)/現在給水人口]×1000 

2003 浄水予備力確保率 % 54.7 54.3 53.8 55.1 54.6 
[(全浄水施設能力－一日最大浄
水量)/全浄水施設能力]×100 

2004 配水池貯留能力 日 0.68 0.71 0.72 0.71 0.76 配水池有効容量/一日平均配水量 

2103 法定耐用年数超過管路率 % 29.3 28.9 29.6 28.8 28.0 
(法定耐用年数を超えている管路
延長/管路延長)×100 

2104 管路の更新率 % 1.49 1.38 0.51 1.26 1.60 
(更新された管路延長/管路延長)
×100 

2106 バルブの更新率 % 2.36 2.65 0.25 0.50 1.12 
(更新されたバルブ数/バルブ設置
数)×100 

2205 応急給水施設密度 箇所/100km2 176.0 176.0 176.0 176.0 176.0 
(応急給水施設数/現在給水面積)
×100 

2207 浄水施設の耐震化率 % 17.6 17.6 17.6 17.6 17.6 
(耐震対策の施された浄水施設能
力/全浄水施設能力)×100 
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PI 業務指標名 単位 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
推定値： 
H33 年度 

計算式 

2209 配水池の耐震化率 % 28.0 28.0 28.0 28.0 39.4 
(耐震対策の施された配水池有効
容量/配水池等有効容量)×100 

2210 管路の耐震管率 % 36.0 37.2 37.6 38.8 43.6 (耐震管延長/管路延長)×100 

2213 給水車保有度 台/千人 0.011 0.011 0.011 0.011 0.011 (給水車数/現在給水人口)×1000 

2214 
可搬ポリタンク・ポリパック保有
度 

個/1000 人 25.3 31.8 27.7 27.7 27.9 
(可搬ポリタンク・ポリパック数/現
在給水人口)×1000 

2215 車載用の給水タンク保有度 m3/1000 人 0.018 0.018 0.018 0.018 0.018 
(車載用給水タンクの容量/現在給
水人口)×1000 

3112 直接飲用率 ※ % - - - 72.1 71.0 
(直接飲用回答数 /アンケート回
答数) × 100 

5112 バルブ設置密度 基/km 17.2 17.5 17.5 17.7 17.8 バルブ設置数/管路総延長 

※直接飲用率：H24 年度アンケート実績値 74.0% 
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3. 環境への配慮と情報公開 

PI 業務指標名 単位 H25 年度 H26 年度 H27 年度 H28 年度 
推定値： 
H33 年度 

計算式 

3201 広報誌による情報の提供度 部/件 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 
広報誌などの配布部数 / 給水件
数 

3203 アンケート情報収集割合 ※ 人/1000 人 - - - 11.41 10.62 
(アンケート回答人数 / 現在給水
人口) × 1000 

3204 水道施設見学者割合 人/1000 人 2.6 4.4 3.7 2.7 5.0 
(見学者数 / 現在給水人口) × 
1000 

4001 配水量１ｍ3 当たり電力消費量 kWh/m3 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 電力使用量の合計 / 年間配水量 

4002 
配水量１ｍ3 当たり消費エネル
ギー 

MJ/m3 0.58 0.51 0.54 0.52 0.55 エネルギー消費量 / 年間配水量 

4005 建設副産物のリサイクル率 % 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
(リサイクルされた建設副産物量 / 
建設副産物発生量) × 100 

4006 
配水量 1m3 当たり二酸化炭素
(CO2)排出量 

ｇ・CO2/m3 29.0 25.4 27.0 26.2 27.5 
[二酸化炭素（CO2）排出量 / 年
間配水量] × 106 
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(2) 水道利用者意識調査 

 

 家庭での水道の利用実態と水道事業に対する利用者の意識・満足度等を把握し，今

後の事業運営に反映させるため，平成 29 年 2月に意識調査を実施しました。 

調査結果は次のとおりです。 
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1. 水道利用者意識調査概要 

 

(1) 目的 

 

本調査は「芦屋市水道ビジョン」の見直しに当たって，利用者の水道の利用状況を

把握するとともに，水道料金の設定や水道事業の経営方針等に関する利用者の意向に

ついて把握することを目的に実施する。 

調査の基本的な視点としては以下の四点とする。 

① 水道水の使用実態（問１，２，３） 

② 水道料金に関する認識・意向（問４） 

③ 情報提供（問５） 

④ 経営方針，経営改善策に関する意向（問６） 

 

(2) 調査対象及び調査方法 

 

・調査対象：市内在住の 2,000 人 

・調査方法：無作為抽出，郵送による配布・回収，インターネット，スマートフォ

ンによる回答 

・調査時期：平成 29年 2 月 7 日（火）～3月 7 日（火） 

 

(3) 回収状況 

 

・配布数：2,000 件 

・回収数：1,078 件 

・有効回答数：1,078 件 

・回収率： 53.9% 

 

(4) 調査結果の留意点 

 

・グラフ及び表中の構成比（％）は，合計は必ずしも１００％にはならない場合が

あります。 

・複数回答の質問は，集計結果の合計が１００％を超えることがあります。 

・表中のｎ（エヌ）は，有効回答者数を表します。 

・選んだ選択肢の判別が困難なもの，択一回答の設問で複数の選択肢を選んでいる

もの等は無効回答とし，集計より除外しています。 
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調査結果 

 

(1) 「飲み水」について 

 

問 1 「飲み水」の用途 

 

普段「飲み水」として主に何を利用していますか。 

 

 

 

 「水道水」と回答した人が 72.1%と多くなっています。次いで多いのが，「市

販のペットボトル水」を利用している人で 21.7%となっています。 

 前回調査と比べ，「水道水」と回答した人が 1.9％減少し，「市販のペットボト

ル水」と回答した人が 0.7％増加しています。 

ｎ：Ｈ24＝923，Ｈ28＝1,056 
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問 2 「水道水」の飲用方法 

 

問１で「１．水道水（浄水器を通した水道水を含む）」とお答えの方にお伺いしま

す。水道水を主にどのようにして飲んでいますか。 

 

 

 

 

 「そのまま飲む」と回答した人と「浄水器等を使い飲む」と回答した人が

35.6％で同割合になっています。次いで「一度沸かしてから飲む」と回答し

た人が 26.8％となっています。 

 前回調査と比べ，「そのまま飲む」と回答した人が 1.4％減少し，「水道水を一

度沸かしてから飲んでいる」と回答した人が 2.8％増加しています。 

 「その他」の内容は，「浄水器で浄化して沸かす」などです。 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝671，Ｈ28＝786 
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問 3 「水道水」を飲まない理由 

 

水道水をそのまま飲まれていない方にお伺いします。 

水道水をそのまま飲んでいない理由についてお答えください（複数回答可）。 

 

 

 

 

 前回調査では「なんとなく不安，おいしくないイメージがある」が最も多かっ

たのですが，今回調査では「おいしくないから」が最も多く，次いで「生ぬる

いから」「カルキ臭い，かび臭いから」と続いています。 

 前回調査では「安全性に不安があるから（水質に不安があるから）」が 33％あ

りましたが，今回調査では 7.7％と大幅に減少しました。 

 「その他」の内容は，「単に習慣化しているから」「浄水器があるから」「水は

飲まず，お茶，コーヒー等にして飲む」などです。 

 

 

ｎ：Ｈ24＝660，Ｈ28＝1,336 
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問 4 「飲み水」の満足度 

 

飲み水として，現在の水道水に満足していますか。なお，「４．やや不満」又は「5．

不満」とお答えの方は，その理由をお答えください。 

 

 

 

 「普通」と回答した人が 42.4%と最も多くなっています。次いで「満足」が

25.2%，「やや満足」が 13.9%となっています。「満足」「やや満足」を足し

合わせると，39.1%の方が現在の水道水に満足していることになり，前回と

比べ 5.1％増加しています。 

 「やや不満」「不満」と答えた人の理由は，「カルキ臭い」「おいしくない」「水

質に不安がある」などです。 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝876，Ｈ28＝968 
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(2) 水道水の使用状況について 

 

問 1 炊事について 

 

あなたのご家庭では，食事の準備や片付けに水道水を使われていますか。 

 

 
 

 「水道水を使用」と回答した人が約 98.8%と大半を占め，前回調査と比べ，

1.2％減少しています。 

ｎ：Ｈ24＝936，Ｈ28＝1,065 
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問 2 入浴の回数 

 

ご自宅での入浴のうち，浴槽にお湯（又は水）を入れる回数は 1 週間に何日くらい

ですか。夏季と冬季に分けてお答えください。 

 

◆夏季 

 

◆冬季 

 
 

 

ｎ：H24＝873，H28=1,030 

 

n：H24＝876，H28=1,033 
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 夏季の入浴については，「7 回」と回答した人が 38.1％と最も多くなっていま

す。また前回調査と比べ，「0 回」と回答した人が減少し，14.１%となってい

ます。 

 冬季の入浴については，「７回」と回答した人が 4５.9%と最も多く，次いで

「3 回」が 13.9%，「４回」が 10.8%となっており，毎日入浴される方の割

合が 1.9％増えています。 

 

 

問 3 湯張りの回数 

 

ご自宅での入浴のうち，１日に２回以上浴槽にお湯（又は水）を入れることがあり

ますか。また，「ある」とお答えの方は 1日何回ぐらい入れますか。 

 

◆1 日に 2 回以上浴槽にお湯を入れることがあるか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝895，Ｈ28＝979 
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◆（「ある」と答えた場合）その回数 

 

 

 

 「（1 日に 2 回以上浴槽にお湯を張ることは）ない」と回答した人が 94.4%

と大半を占めています。 

 「ある」と答えた人のうち，86.7％の人は「２回」浴槽にお湯を入れると回

答しています。 

 前回調査と比べ，1 日に 4 回以上浴槽にお湯を張る人の割合が増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n:H24＝33，H28=45 
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問 4 シャワーの回数 

 

ご自宅での入浴のうち，シャワーのみの利用は１週間に何日くらいですか。夏季と

冬季に分けてお答えください。 

 

◆夏季 

 

◆冬季 

 
n：H24＝830，H28=988 

 

n：H24＝850，H28=1.012 
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 夏季のシャワーの利用回数については，前回調査と比べ，「０回（シャワーを

利用していない）」と回答した人が増加し，28.3%と最も多くなっています。

次いで「7 回（毎回シャワーを利用）」と回答した人が 27.0％となっておりま

すが，全般的にシャワーのみの利用者が減少しています。 

 冬季については，「0 回」と回答した人が 65.9%と最も多くなっていまが，前

回までの調査と比べ，シャワー利用者が増加しています。 
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問 5 洗濯の回数 

 

ご自宅の洗濯機で洗濯するのは，１週間のうち何回くらいですか。夏季と冬季に分

けてお答えください。 

 

◆夏季 

 

 

◆冬季 

 

 

 

Ｈ24＝914，Ｈ28＝1，063 

 

Ｈ24＝902，Ｈ28＝1，050 
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 夏季の洗濯については，「７回」と回答した人が４２％と最も多くなっていま

すが，前回調査と比べ 10％減少しています。 

 冬季の洗濯については，「７回」と回答した人が３５％と最も多くなっていま

すが，前回調査と比べ 7％減少しています。 

 夏季，冬季共に「７回」以上の人が，それぞれ 12.7％，9.7％増加していま

す。前回調査と比べ「洗濯の回数」は増加傾向にあります。 
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問 6 散水の回数 

 

ご自宅で散水をするのは，１週間のうち何日くらいですか。また，１日に何回くら

いですか。夏季と冬季に分けてお答えください。 

 

（一週間の散水回数） 

◆夏季 

 

 

◆冬季 

 

 

n:Ｈ24＝471，Ｈ28＝537 

 

ｎ：Ｈ24＝451，Ｈ28＝526 
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（一日の散水日数） 

◆夏季 

 

 

◆冬季 

 

 

 

 夏季は，1 週間に「7 回」散水する人が 44.5％と最も多くなっていますが，

冬季には，「２回」，「１回」，「０回」，散水する人がそれぞれ 18.4％，31.2％，

28.1％となっており，２日以下の人が 77.7％を占めています。 

 1 日の散水回数については，夏季・冬季ともに「1 回」と答えた人が，それぞ

れ 61.2％，68.1％と最も多くなっています。 

 前回調査と比べ，散水の回数は減少傾向にあります。 

ｎ：Ｈ24＝437，Ｈ28＝498 

 

ｎ：Ｈ24＝411，Ｈ28＝452 
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問 7 散水の利用水 

 

ご自宅での散水に利用する水は，次のうちどれですか（複数回答可）。 

 

 

  

 

 散水の際に「水道水」を利用する人が 93.8%と大半を占めています。また，

水道水を利用する割合が増加しています。 

 「その他」の内容としては，「風呂の残り湯」「雨水」「米のとぎ汁」などです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝444，Ｈ28＝514 
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問 8 散水の方法 

 

ご自宅で散水をする方法は，次のどちらですか。 

 

 

 

 「自分で散水する」と回答した人が 95.2%と大半を占めています。 

 前回までの調査と比べ，「タイマー式機器等を利用して散水する」と回答した

人が増加傾向にあります。 

 

ｎ：Ｈ24＝443，Ｈ28＝499 
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問 9 水の備蓄状況  

 

あなたのご家庭では，災害等に備えて，水を備蓄していますか。 

 

 

 

 前回調査では，「備蓄していない」と回答した人が「備蓄している」と回答し

た人を上回っておりましたが，今回調査では「備蓄している」と回答した人が

50.9％となり，「備蓄していない」と回答した人を上回りました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝920，Ｈ28＝1,071 
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問 10 水の備蓄の方法  

 

問９で「１．備蓄している」とお答えの方に伺います。どのように備蓄しています

か（複数回答可）。 

 

 

 

 「ペットボトルに水をためている」と回答した人が 57.4%と最も多く，次い

で「風呂に水をためている」が，33.5%となっています。 

 前回調査と比べ，「ペットボトルに水をためている」と回答した人の割合が

7.4％減少し，「風呂に水をためている」と回答した人の割合が 4％増加してい

ます。 

 「その他」と回答した人も 24.8%と多く，その内容としては「市販のペット

ボトルを買い置きしている」などです。 

 

ｎ：Ｈ24＝420，Ｈ28＝681 
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(3) 節水について 

 

問 1 節水意識 

 

あなたのご家庭では，節水に関してどのようにお考えですか。 

 

 

 

 これまでの調査と比べ，「日頃から節水を心掛けている」と回答した人がさら

に減少し，38.6％となっています。また，「意識はするが何もしていない」と

回答した人もさらに増加し，51.3%となっています。 

 

ｎ：Ｈ24＝899，Ｈ28＝1,047 
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問 2 節水の取り組み 

 

問１で「３．日頃から節水を心掛けている」とお答えの方にお伺いします。 

節水について，具体的にどのようなことをされていますか（複数回答可）。 

 

 

 

 「風呂水を洗濯や散水に再利用する」「洗濯や食器洗いはできるだけためてか

ら洗う」を選択した人がそれぞれ 56.8％，54.5％と多く，次いで「風呂水の

入れ替えを少なくする」を選択した人が 33.6%となっています（前回調査と

同様の傾向）。 

 「その他」の内容としては，「（歯磨きや入浴，食器洗い時に）水を流しっぱな

しにしない」「栓を絞って使う」「お風呂の水量を減らす」「節水トイレに変更

した」などです。 

 

 

ｎ：Ｈ24＝433，Ｈ28＝681 
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問 3 今後の水利用 

 

今後，あなたのご家庭では，現在に比べて使用水量はどのようになると思いますか。 

 

 
 

 「使用水量は変わらないと思う」と回答した人が 84.7%と最も多くなってい

ます（前回調査と同様の傾向）。 

 「使用水量は減ると思う」と回答した人の理由は，「（子どもが独立するなど）

家族構成人数が減るため」「節水に取り組むため」「高齢になるとともに使用水

量が減る」などです。 

 「使用水量は増えると思う」と答えた人の理由は，「（結婚や出産により）家族

が増えるため」「子どもが成長するにつれ使用水量が増えるため」などです。 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝907，Ｈ28＝1,062 
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(4) 水道料金について 

 

問 1 水道料金に対する意識 

 

水道料金（下水道使用料を除く）について，どのように感じていますか。 

 

 

 

 「高いと思う」と回答した人が 33.7%と最も多くなっています（前回調査と

同様の傾向）。 

 前回調査と比べ，「高いと思う」と回答した人が 2.3％減少し 33.7％，「妥当

だと思う」と回答した人が 0.7％微増し，21.7%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝908，Ｈ28＝1,057 

 

 



 

84 

 

問 2 水道料金が高いと思う理由  

 

問１で「３．高いと思う」とお答えの方にお伺いします。水道料金が高いと思われ

る理由は何ですか（複数回答可）。 

 

 

 

 「他市の水道料金と比較して」を選択した人が 41.2%と多くなっています（前

回調査と同様の傾向）。 

 「その他」の内容としては，「基本料金が高すぎる」「基本使用料をもっと少な

くして，基本料金を下げた方がいい」「少量使用の家庭にとっては割高」など

です。 

参考：基本料金は２ヵ月で 2,440 円（税込，20 ㎜口径，20㎥場合） 

ｎ：Ｈ24＝319，Ｈ28＝473 
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問 3-1 料金体系の認知度 

 

水道料金は，水道メーター口径ごとに定額でご負担いただく「基本料金」と，使用

水量に応じてご負担いただく「従量料金」の合計額となっていること。 

 

 

 

 料金体系を「知っている」と回答した人が 61.2％と多くなっていますが，前

回調査と比べ，3.8％減少しています。 

 

 

ｎ：Ｈ24＝913，Ｈ28＝1,058 
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問 3-2 逓増制の認知度  

 

使用水量が多くなるほど，１m3あたりの料金単価が上がること（逓増制）。 

 

 

問 3-3 基本水量制の認知度  

 

主に一般家庭でお使いの水道メーター口径（13～25mm）では，２か月の使用水

量が 20m3までは使用水量にかかわらず料金が同じであること（基本水量制）。 

 

 
 

 料金体系とは異なり，逓増制・基本水量制について，いずれも「知らない」と

回答した人がそれぞれ，前回調査と比べ増加しています（逓増制：62.7％，

基本水量制：70.6％）。 

ｎ：Ｈ24＝906，Ｈ28＝1,051 

 

 

ｎ：Ｈ24＝906，Ｈ28＝1,049 
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問 3-4 基本水量制に対する意向  

 

基本水量は，公衆衛生の向上の観点から生活上必要な水の使用を促すことを目的と

して，２か月で 20m3を設定し基本料金に含んでいます。２か月の使用水量が 20 

m3 以下であれば，基本料金のみをご負担いただくことになります。この基本水量

について，あなたはどう思いますか。 

 

 

 

 「現状のままで良い」と回答した人が 41.1%と最も多く，次いで「わからな

い」が 34.0%となっており，いずれも増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝905，Ｈ28＝1,044 
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(5) 情報提供について 

 

問 1-1 広報あしやの認知度 

 

「広報あしや」をご存知ですか。 

 

 

 

 「ひととおり目を通している」と回答した人が 47%と最も多く，次いで，「読

んでいない」が 30.4％となっています（前回調査と同様の傾向）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝934，Ｈ28＝1,064 
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問 1-2 「上下水道部のホームページ」の認知度 

 

「上下水道部のホームページ」をご存知ですか。 

 

 

 

  「見たことがない」と回答した人が 90.9%と大半を占めており，「見たこと            

はある」と回答した人が，1.6％減少し，5.4％となっております。

ｎ：Ｈ24＝935，Ｈ28＝1,053 
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問 2 知りたい情報 

 

水道について，もっと良く知りたいと思う情報はどのようなものがありますか。 

 

 

 

 「水質について」が 71.2%と最も多くなっています。次いで「水源について」

「災害対策への取り組み」がそれぞれ 42.2%，35.8%となっています（前回

調査と同様の傾向）。 

 「その他」の内容としては，「他市との水質・料金比較」「水道管の現状（汚れ

等）」「水道管の補修・点検・老朽管対策の進捗状況」「害がある鉛管の全国の

使用状況」「他市との共同水道事業と合同の見通し」などです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝960，Ｈ28＝2,718 
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(６) 水道事業経営について 

 

問 1 水道事業に期待すること 

 

これからも皆様に安心して水道水を使っていただけるように努力してまいります

が，水道事業に期待することについてお答えください。 

 

 
 

 「安全な水，おいしい水を供給してほしい」が 93.7%と最も多く，次いで「地

震や災害に強い水道にしてほしい」「水道料金を安くしてほしい」がそれぞれ

69.9%，55.7%となっています（前回調査と同様の傾向）。 

 「その他」の内容としては，「クレジットカードで支払いたい」「多く使用して

いる家は割引を考えてほしい」「同じ料金を払っているのにいつまでもマンシ

ョンがタンク式なのが納得いかない」「阪神水道企業団との交渉を市民側に立

った交渉を望む」などです。 

ｎ：Ｈ24＝960，Ｈ28＝3,390 
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問 2 水道事業に対する意識 

 

あなたは，水道事業について，普段どのように感じていますか。項目ごとにお答え

ください。 

 

 

ｎ：Ｈ24＝908，Ｈ28＝1,018 

 

 

ｎ：Ｈ24＝914，Ｈ28＝1,032 
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ｎ：Ｈ24＝908，Ｈ28＝1,026 

 

 

ｎ：Ｈ24＝904，Ｈ28＝1,026 

 

 

ｎ：Ｈ24＝905，Ｈ28＝1,018 
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 安定した給水，安全な水の供給，おいしい水の供給が行われていると「思う」

「少し思う」と回答した人が多く，全体の過半数を占めています（前回調査と

同様の傾向）。 

 一方で，環境に配慮，お客様サービスの充実，安価な料金での供給，経営改善

が行われていると「思う」「少し思う」と回答した人は少なくなっています（前

回調査と同様の傾向）。 

 また環境に配慮，経営改善については，「わからない」と回答した人も多くな

っています（前回調査と同様の傾向）。 

ｎ：Ｈ24＝904，Ｈ28＝1,017 

 

 

ｎ：Ｈ24＝907，Ｈ28＝1,018 
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問 3 施設更新の考え方 

 

安定した給水体制を確保するため，老朽化した施設（水道管など）の更新を行って

いますが，どのように施設の更新に取り組んでいくべきと思われますか。 

 

 

 

 「水道料金への影響が出ない範囲で更新すべき」と回答した人が，前回調査と

比べ，減少したものの 72.1％と最も多く，「水道料金を上げてでも更新すべき」

と回答した人は増加し，18.6%となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝885，Ｈ28＝1,049 
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問 4 耐震化の考え方 

 

施設の耐震化など，災害に強い施設づくりを進めておりますが，どのように施設の

耐震化に取り組んでいくべきと思われますか。 

 

 

 

 耐震化は必要と考えている人は増加しており，「水道料金への影響がない範囲

で取り組むべき」と回答した人が 72.8％と最も多くなっています。 

 

ｎ：Ｈ24＝884，Ｈ28＝1,051 
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問 5 水道事業の応対に対する意識 

 

電話や窓口などでの水道事業職員などの応対について，どう思われますか。項目ご

とにお答えください。 

 

 

ｎ：Ｈ24＝843，Ｈ28＝999 

 

 

ｎ：Ｈ24＝840，Ｈ28＝995 
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ｎ：Ｈ24＝832，Ｈ28＝1,004 

 

 

ｎ：Ｈ24＝823，Ｈ28＝1,011 

 

 

ｎ：Ｈ24＝829，Ｈ28＝997 
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 これまでの調査と比べ，「満足」「やや満足」「普通」と回答した人が，【電話（お

問い合わせなど）での対応】以外の項目で増加しています。 

 全ての項目において，「わからない」と回答した人が最も多くなっています。

次いで「普通」と回答した人が多くなっています。 

 「道路上などでの水道工事での応対」「検針・検査の際の応対」については，「満

足」「やや満足」「普通」と回答した人が多く，合わせて約５０％となっていま

す（前回調査と同様の傾向）。 
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(7) 回答者の属性について 

 

問 1 居住地区 

 

どちらの地区にお住まいかお答えください。 

 

 

 

 「阪急以北」「阪急以南～２号線」「２号線～４３号線」「４３号線以南」に居

住している人がそれぞれ 21.2%，20.2%，14.2％，23.4%となっています。 

 一方で，「奥池地区」「芦屋浜地区」「南芦屋浜地区」に居住している人は合わ

せて 21%以下と少なくなっています。 

 前回調査と比べ，「奥池地区」「阪急以北」「43号線以南」は増加し，それ以外

の地区が減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝896，Ｈ28＝1,042 
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問 2 居住形態 

 

どのような住宅にお住まいかお答えください。 

 

 

 

 「集合住宅（マンションなど）」に居住している人が 58.9%と過半数を占めて

います（前回調査と同様の傾向）。「一戸建て」に居住している人は 40.1%と

なっています（前回調査と同様の傾向）。 

 前回調査と比べ，「一戸建て」と回答した人は 1.1％増加しています。 

 「その他」の内容として，「テラスハウス」などです。 

ｎ：Ｈ24＝897，Ｈ28＝1,038 
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問 3 年齢 

 

あなたの年齢をお答えください。 

 

 

 

 ６０歳代が 21.4％，７０歳以上が 33.3％となっており，６０歳以上で過半

数を占めています。次いで４０歳代が 16.2%，５０歳代が 18.4%と多くなっ

ています。 

 前回調査と比べ，「７０歳以上」と回答した人が 4.3％増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝899，Ｈ28＝1,040 
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問 4 性別 

 

あなたの性別をお答えください。 

 

 

 

 

 女性が 63.2%となっており，男性よりも多くなっています（前回調査と同様

の傾向）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝894，Ｈ28＝1,041 
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問 5 世帯人数 

 

一緒に暮らしているご家族は，あなたも含めて何人ですか。 

 

 

 

 「2 人」と回答した人が 37.5%と最も多く（前回調査と同様の傾向），次いで

「1 人」が 20.4%，「3 人」が 22.2%となっています。3 人以下の世帯が全

体の 80.1％を占めています（前回調査と同様の傾向）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｎ：Ｈ24＝898，Ｈ28＝1,031 
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(3) 用語集 

 

ア 行 

 

芦屋市環境マネジメントシステム（あし

やしかんきょうまねじめんとしすてむ） 

平成１９年３月から，ISO14001 に

準拠した「芦屋市環境マネジメントシス

テム」を導入している。 

ISO14001 とは，国際標準化機構

（ISO）によって制定された環境マネジ

メントに関する国際規格で，組織が自主

的・継続的に環境への負荷を低減させる

ことを目的とした仕組みのこと。 

 

アセットマネジメント（あせっとまねじ

めんと） 

長期的な視点に立ち水道施設のライ

フサイクル全体にわたって効率的かつ

効果的に水道施設を管理運営（資産管

理）すること。 

 

ＲＣ造（あーる・しーつくり） 

ＲＣ造とは鉄筋コンクリート造の略

称。水道の施設や水槽構造物で一般的な

形式の一つ。一体構造で剛性に富むが，

ひび割れが発生しやすい。 

 

一日最大給水量（いちにちさいだいきゅ

うすいりょう） 

一年間を通じて，最も多く給水した日

の給水量のこと。 

 

営業外収益（えいぎょうがいしゅうえき） 

収益勘定の一つ。主たる営業活動以外

の財務活動から生じる収入のこと。 

例）分担金，預金利息，他会計補助金等 

 

営業収益（えいぎょうしゅうえき） 

収益勘定の一つ。主たる営業活動とし

て行う財貨・サービスの提供の対価とし

ての収入のこと。 

例）給水収益，受託工事収益，手数料等 

 

営業外費用（えいぎょうがいひよう） 

費用勘定の一つ。主に金融財務活動に

要する費用及び事業の経営的活動以外

の活動によって生じる費用のこと。 

例）支払利息等 

 

営業費用（えいぎょうひよう） 

費用勘定の一つ。主たる事業活動に伴

って生じる費用のこと。 

例）原水及び浄水費，配水費，給水費，

受託工事費，業務費，総係費，減価償却

費等 

 

応急給水（おうきゅうきゅうすい） 

地震，渇水及び配水施設の事故等の災

害時に給水車又は仮設給水栓等により，

応急的に飲料水を供給すること。 

 

親メーター検針（おやめーたーけんしん） 

受水槽給水方式集合住宅には，受水槽

及び共用栓等に供給する水量を測るた

めのおおもとのメーター（親メーター）

と各戸に設置するメーター（子メータ

ー）がある。 

親メーター検針とは，この親メーター

のみを検針する方式のこと。なお，各戸

の水道メーターは管理組合等が検針を

行う。 
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OJT（おー・じぇー・てぃー） 

オン・ザ・ジョブトレーニングの略称。

日常の業務を通じて教育訓練を行うこ

と。 

 

カ 行 

 

拡張事業（かくちょうじぎょう） 

水道法に基づく，水道事業認可を取得

し，給水区域や給水量の拡大等を行うた

めに必要な施設の整備を行う事業のこ

と。 

 

緩速ろ過（かんそくろか） 

4～5m/日の遅い速度でろ過し，砂層

表面や砂層内部に増殖した生物が作る

ろ過膜によって水中の不純物を除去す

る方式のこと。 

 

管理会計（かんりかいけい） 

財務会計や税務会計といった法律に

よって定められた会計制度と異なり，経

営者・管理者等の意思決定や組織の業績

測定・業績評価に役立てるための独自の

会計のこと。 

 

企業債（きぎょうさい） 

地方公営企業が行う建設改良事業等

に要する資金に充てるために起こす地

方債のこと。 

 

給水原価（きゅうすいげんか） 

有収水量１m3当たりどれだけの費用

がかかっているかを表すもので，次式で

算出する。 

{（営業費用＋営業外費用）－（受託工

事費＋材料及び不用品売却原価＋附帯

事業費）}÷年間総有収水量 

 

基本料金・従量料金（きほんりょうきん・

じゅうりょうりょうきん） 

基本料金とは使用水量と関係なく定

額で徴収する料金部分のこと。 

従量料金とは使用水量に比例して徴

収される料金部分のこと。 

 

基本水量（きほんすいりょう） 

公衆衛生の向上の観点から生活上必

要な水使用を促すことを目的として「基

本料金」に付与される，一定量の水量の

こと。芦屋市水道事業では，水道メータ

ー口径１３mm～２５mm に１月当た

り１０m3を基本水量としている。 

 

給水人口（きゅうすいじんこう） 

給水区域内に住居し，水道による給水

を受けている人口のこと。 

 

給水装置（きゅうすいそうち） 

配水管等から分岐して設けられた給

水管，止水栓，量水器（水道メーター）

及び給水栓（蛇口）等のこと。 

 

急速ろ過（きゅうそくろか） 

原水中の不純物を凝集剤で凝集沈澱

処理し，残りの濁質を１２０～１５０

m/日の速い速度の急速ろ過池でろ過し

除去する方式のこと。 

 

供給単価（きょうきゅうたんか） 

有収水量１m3当たりどれだけの収益

を得ているかを表すもので，給水収益÷

年間総有収水量で算出する。 

 

凝集沈殿（ぎょうしゅうちんでん） 

浄水過程の一つであり，凝集剤という
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薬品を用いて微小な粒子を結合させる

ことで，原水のままでは取り除くことが

困難な微小な粒子を沈殿させること。 

 

給水管（きゅうすいかん） 

配水管等から個別の利用者に水を供

給するために分岐して設けられた水道

管のこと。 

 

業務指標（ぎょうむしひょう） 

水道サービスの目的を達成し，サービ

ス水準を向上させるために，水道事業全

般について多面的に定量化した137の

指標のこと。平成１７年１月に日本水道

協会規格「JWWA Q１００水道事業ガ

イドライン」として定められた。 

 

経営戦略（けいえいせんりゃく） 

総務省から各公営企業に策定が要請

されているもので，将来にわたって安定

的に事業を継続していくための中長期

的な経営の基本計画。 

 

計画給水人口（けいかくきゅうすいじん

こう） 

水道法に基づく水道事業認可の事業

計画で，計画として定める給水人口のこ

と。 

 

計画一日最大給水量（けいかくいちにち

さいだいきゅうすいりょう） 

事業計画で，一日に使用される水道水

量の最大値を予測するもの。 

 

経常収支（けいじょうしゅうし） 

経常費用が経常収益によってどの程

度まかなわれているかを示す指標であ

り，次式より算出する。 

経常収益（営業収益+営業外収益） 

－経常費用（営業費用+営業外費用） 

 

経常収支比率（けいじょうしゅうしひり

つ） 

経常費用が経常収益によってどの程

度まかなわれているかを示す指標であ

り，次式より算出する。 

経常収益（営業収益＋営業外収益） 

／経営費用（営業費用＋営業外費用） 

 

減価償却費（げんかしょうきゃくひ） 

固定資産の減価を費用として，その利

用各年度に合理的かつ計画的に負担さ

せる会計上の処理又は手続を減価償却

といい，この処理又は手続によって特定

の年度の費用とされた固定資産の減価

額を減価償却費という。 

 

建設副産物（けんせつふくさんぶつ） 

工事で発生する土，アスファルト，コ

ンクリートなどの廃棄物のこと。 

 

検針（けんしん） 

上下水道の料金請求額を算出するた

め，検針員等により，水道メーターの使

用水量を調べること。芦屋市水道事業で

は，戸建住宅の一般検針や受水槽給水方

式集合住宅の親メーター検針・集中検

針・自動検針の 4 種類の検針方法があ

る。 

 

高度浄水処理（こうどじょうすいしょり） 

急速ろ過等では，十分に処理しきれな

い有機物やカビ臭等の除去を目的とす

る活性炭処理，オゾン処理，生物処理等

を導入した処理方式のこと。 

阪神水道企業団では，従来の浄水過程
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にオゾンと活性炭による処理を加え，カ

ビ臭等の臭いをほぼ１００％取り除き，

トリハロメタンの発生も抑制している。 

 

サ 行 

 

再生可能エネルギー（さいせいかのうえ

ねるぎー） 

資源を枯渇させずに永続的に利用可

能で，比較的短期間に再生されるエネル

ギー源のこと。太陽，風力，地熱，水力，

バイオマス等が挙げられる。 

 

自動検針システム（じどうけんしんしす

てむ） 

各戸に取り付けている水道メーター

の指示値を検針センター室のコンピュ

ータで電話回線等を利用し読み取る検

針システム。芦屋市水道事業では，芦屋

浜及び南芦屋浜地区の受水槽式集合住

宅の個別検針に採用している。 

 

施設整備計画（しせつせいびけいかく） 

水道施設について，その機能を評価し，

更新や耐震化について長期計画を策定

したもの。芦屋市水道事業では，平成１

８年４月に平成４１年までの２４年間

で行う整備内容を策定している。 

 

自然流下方式（しぜんりゅうかほうしき） 

水の高さ（位置エネルギー）を利用し

て，配水池からポンプ等の動力を使わず

に配水を行う方式のこと。 

 

収益的収支（しゅうえきてきしゅうし） 

水道料金収入や施設の維持管理する

ための経費を中心とした営業活動に関

わる収支のこと。 

受水槽給水方式（じゅすいそうきゅうす

いほうしき） 

配水管から一旦受水槽に受け，この受

水槽から給水する方式のこと。 

 

集中検針システム（しゅうちゅうけんし

んしすてむ） 

各戸に取り付けている水道メーター

の指示値を１か所の集中検針盤で読み

取る検針システム。芦屋市水道事業では，

市街地の受水槽給水方式集合住宅の個

別検針に採用している。 

 

受託工事（じゅたくこうじ） 

水道事業者以外の者から委託を受け

て施行する水道工事をいう。工事に必要

な経費は委託者の負担で行う。  

 

浄水費（じょうすいひ） 

浄水場の取水及び浄水処理等に要し

た費用のこと。 

 

水道事業ガイドライン（すいどうじぎょ

うがいどらいん） 

水道事業の多岐にわたる業務を全国

水道事業体共通の業務指標値（業務指標

の項を参照）を算出し，定量的に評価し

やすくすることによって，サービス水準

の向上を図ることを目的に平成 17 年

1 月に定められた。 

 

水道ビジョン（すいどうびじょん） 

水道の現状と将来見通しを分析・評価

し，水道のあるべき将来像について，全

ての水道関係者が共通目標を持ってそ

の実現のための施策や工程を示したも

の。平成１６年６月に厚生労働省が策定

し，平成 25年３月に新たな「新水道ビ
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ジョン」を策定した。 

 

節水型機器（せっすいがたきき） 

食器洗い機や洗濯機,水洗トイレ等の

水使用機器において，従来の使用水量に

比べ少量で機能が発揮できるように改

良された機器のこと。 

 

送配水管（そうはいすいかん） 

浄水場で浄水した水道水や阪神水道

企業団から受水した水道水を配水池に

送る水道管を送水管といい，配水池から

各家庭に給水するための道路上に配管

された水道管を配水管という。 

 

タ 行 

 

第１低区（だいいちていく） 

芦屋調整池から，配水する区域を示し

たもので，国道２号より以南，宮川より

以西（シーサイドを除く）の区域のこと。 

 

耐震性緊急貯水槽（たいしんせいきんき

ゅうちょすいそう） 

地下等に埋められており，地震等で配

水管が破損したときに，貯水槽と配水管

をつなぐバルブが自動的に遮断され，緊

急時の飲料水を確保する貯水槽のこと。 

 

第 2 低区（だいにていく） 

岩園町にある，低区配水池から配水す

る区域で，国道２号より以南，宮川より

以東，シーサイドと南芦屋浜等の区域の

こと。 

 

第４次芦屋市総合計画（だいよんじあし

やしそうごうけいかく） 

総合計画とは，自治体の行政運営にお

ける最上位計画であり，芦屋市では，総

合的な芦屋のまちづくりの指針として，

平成２３年度から平成３２年度までの

１０年間を第４次としている。 

 

耐震化（たいしんか） 

既存の建物や施設に対し，想定される

地震に耐えられる構造となっているか

どうかを評価し，不足する耐震性能につ

いて補強工事を行うこと。 

また，水道管については，地震に対し，

折れたり，抜けたりしないよう継手部分

を抜け防止構造とする材料で布設工事

を行うことで耐震性を高めること。 

 

中区（ちゅうく） 

山手町にある第１中区配水池と，岩園

町にある第２中区配水池から配水する

区域で，国道２号以北で阪急電車より以

北の標高 50ｍ以下の区域のこと。 

 

鋳鉄管（ちゅうてつかん） 

鋳鉄製（鋳物）の水道管で，昭和３５

年度から昭和５２年度まで使っていた。 

昭和５３年度以降は，強度を高めるた

め球状黒鉛鋳鉄を使用したダクタイル

鋳鉄管を採用し，さらに，耐震性のある

ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管を現在使用し

ている。 

 

直結直圧給水方式（ちょっけつちょくあ

つきゅうすいほうしき） 

配水管の持つ水量，水圧等の供給能力

の範囲内で上層階の末端給水栓まで直

接給水する方式のこと。 

 

直読式水道メーター（ちょくどくしきす

いどうめーたー） 
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使用水量を m3（立方メートル）単位

で 4，5 桁の指示数によって表示し，そ

の下部に円形の目盛に赤い針で表示さ

れる L（リットル）単位のメーターが複

数個配置されている方式のこと。使用水

量は指示数部分の数字を左から右へと

読む（単位は m3（立方メートル））。 

 

貯水槽水道（ちょすいそうすいどう） 

集合住宅等では，配水管から一旦貯水

槽に受け，この貯水槽から給水している。

この貯水槽の容量が１０m3を超える簡

易専用水道とそれ以下の小規模貯水槽

水道の総称のこと。 

 

逓増制（ていぞうせい） 

従量料金において，使用水量が増える

ほど，単価が高くなる制度。大口使用者

の水道料金を高くすることにより，一般

家庭などの少量使用者の料金負担を抑

えることを目的とした制度のこと。 

 

ナ 行 

 

年間総有収水量（ねんかんそうゆうしゅ

うすいりょう） 

一年間で料金徴収の対象となった水

量のこと。有収水量に対し，無収水量が

あり，配水管布設工事等の洗浄作業・水

質維持のための排水水量や消火用水は，

有収水量には含まない。 

 

ハ 行 

 

PI（ぴー・あい） 

業務指標のこと。 

 

PC 造（ぴー・しーつくり） 

ＰＣ造とはプレキャストコンクリー

ト造の略称。工場であらかじめ鉄筋コン

クリートパネルを製造し，これを現場で

組み立てて構造体をつくる工法であり，

施工性が優れている。 

 

PDCA サイクル（ぴー・でぃ・しー・え

ー・さいくる） 

計画（Plan），実行（Do），点検・評

価（Check），改善（Action）のプロセ

スの繰り返しによって，品質改善や業務

改善活動等で広く活用されているマネ

ジメント手法のこと。 

 

分担金（ぶんたんきん） 

新しく水道施設を利用される方に水

道施設整備費用の一部を負担していた

だくもので，新旧利用者負担の公平を図

るため徴収する負担金のこと。これによ

り水道料金値上げを抑える目的もある。 

 

法定耐用年数（ほうていたいようねんす

う） 

地方公営企業法施行規則上の償却年

数により定められる耐用年数のこと。 

 

マ 行 

 

ヤ行 

 

ラ 行 

 

量水器（りょうすいき） 

水道メーターのこと。利用者が使用す

る水量を積算計量するための計量器。計

量法で定める検定検査に合格したもの

でなければならない。検定の有効期限は，

８年である。 
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累積欠損金（るいせきけっそんきん） 

赤字(欠損)が生じ，繰越利益剰余金，

利益積立金等で埋め合わせできなかっ

た欠損金の累積額のこと。 

 

老朽管（ろうきゅうかん） 

法定耐用年数４０年を経過したもの

をいい，材質・強度・内面・継手に問題

があるため，濁水や漏水の原因となり，

また，水質劣化の要因になる。 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
アクリンは，芦屋市上水道事業のマスコットキャ

ラクターです。   

水を表すアクア（Aqua）とクリーン（Clean）

を合わせて「アクリン」と命名しました。 

 万人からキュートで可愛らしく感じていただける

芦屋川の妖精をイメージしています。 

芦屋市上下水道部 

〒659-8501 芦屋市精道町 7番 6号 

TEL 0797-38-2080 

FAX 0797-38-2165 

http://www.city.ashiya.lg.jp/kurasu/suidou 

http://www.city.ashiya.lg.jp/kurasu/suidou/index.html 


